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午前10時00分開会 

○永本浩子委員長 村椿委員から連絡は入っており

ませんが、定足数に達しておりますので、文教民生

委員会を開会したいと思います。 

本日の委員会ですが、所管事務調査であります。 

それでは、議件１、最終処分場のかさ上げについ

てと議件２、最終処分場の延命化計画については関

連がありますので、一括して説明を求めます。 

○近藤賢生活環境課長 資料１号、最終処分場のか

さ上げについて、資料２号、網走市廃棄物最終処分

場延命化計画について説明をさせていただきます。 

初めに、資料１号になります。 

最終処分場のかさ上げについてでございますが、

１つ目、検討の経緯です。広域による廃棄物中間処

理の開始が１年半から２年程度遅れることから、今

の延命化対策だけでは最終処分場が広域での処理ま

でに使用できなくなる状況となるため、令和10年度

から共用開始できる予定で次期最終処分場の整備検

討を進めていますが、広域での中間処理施設建設な

ど、令和10年度前後の財政支出状況との調整が必要

なことから、次期最終処分場整備に比べ短い工事期

間と低い費用で整備ができる現最終処分場内でのか

さ上げによる埋立容量の拡張について、検討調査費

を補正し、検討することとしました。 

２つ目の検討調査の結果です。構造などの安定強

度の検証の結果は図の１に示しております、高さ３

メートル、土堰堤を525メートル築くことで42,960

㎥、うち廃棄物、約3万5,300㎥の埋立容積の確保が

可能との結果が出ております。 

３つ目、かさ上げの予定についてです。かさ上げ

による最終処分場の埋立容量の拡張を計画します。

図２に示したとおり、埋立完了が見込まれる２年前

より整備に着手することを予定しております。 

続いて、資料２号、網走市廃棄物最終処分場延命

化計画について説明をさせていただきます。 

令和６年 網走市議会 

文 教 民 生 委 員 会 会 議 録  

令和６年２月 26日（月曜日） 
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１枚めくっていただきまして、１つ目の計画策定

の背景と目的です。 

最終処分場は、埋立残余容量が計画を上回る埋め

立てにより計画より早く満了に近づいていることか

ら、延命化対策による埋立ごみの減量による延命使

用と並行して、次期最終処分場の検討について、令

和５年２月策定の最終処分場延命化方針についてに

おいて、対応の方向性、取組を進める延命化方策等

を定めました。本計画は、その進捗の把握と新たな

対応を含む方策の検討を通した取組を定め、着実に

進めていくため策定するものであります。 

２つ目、最終処分場の状況についてです。 

（１）最終処分場の埋立状況の把握です。最終処

分場への埋立数量は計画数量を上回っていますが、

生ごみ堆肥化率の改善など、計画する減容と減量の

改善策の確実な実施に努め、年間埋立量の推移を把

握していきます。図１は、埋立数量の計画と実績の

推移です。年間の埋立量は計画量に対し、多いとき

は1.8倍の埋立量となっていましたが、令和５年度

の見込みでは、計画の1.2倍程度と推計しておりま

す。埋立量が減っている理由としましては、処理実

績内訳の１つ目の埋立粗大ごみが減っていること、

その下の紙おむつが減っていること、その下の生ご

み残渣が減っていることとなっております。減った

要因ですが、生ごみ残渣については、堆肥化率の上

昇とその維持ができていることから、生ごみの投入

量も多くなり、残渣が少なくなったのが一番の要因

です。全体的に人口の減少というのもありますが、

紙おむつの減少がそれだけの要因なのかは判断でき

ておりません。大空町の焼却では、施設の点検など

で受け入れができない期間があったなどから、量は

少なくなっております。 

（２）最終処分場の残余容量と推計残余年数につ

いてです。最終処分場の埋立可能な残余容量は、環

境省のマニュアルに基づきまして、毎年10月の測量

を基準としながら、年４回、５月、８月、10月、12

月に実施をしております。令和５年10月の測量で

は、残余容量は４万8,887㎥、残余割合は35％とな

っており、現状の埋め立てを行った場合は、あとお

おむね44年３か月と推定をしています。図２は、残

余量測量の推移となっておりまして、令和３年から

残余年数は毎年４年となっていますが、埋め立てに

よる沈下の減少もあり、また平成31年に比べ、令和

５年は約半分の埋め立て数量にもなっていますの

で、残余年数にも表れてきているものと考えており

ます。 

３つ目、最終処分場延命化対策についてです。延

命化のため、次の取組を実施していきます。 

（１）生ごみ堆肥化率の維持と向上です。生ごみ

堆肥化率の目標を77％の維持を目標に取り組んでい

きます。図３は、生ごみ堆肥化率の推移となってお

り、平成30年度から令和３年度までの年間平均堆肥

化率は33％でしたが、令和４年度は72％、令和５年

度は１月までの平均で75％となっております。８月

と12月の堆肥化率が落ちていますが、これは毎年夏

と冬に発酵層の点検と清掃をするため堆肥化施設の

休止日がありますので下がります。 

（２）未破砕物の破砕処理です。既存の破砕施設

で処理できなかったものは二軸式の破砕機で処理を

し、令和６年度から埋立容積の縮減を図ってまいり

ます。現在の破砕困難物は年間1,142トンあり、年

間959㎥の縮減になると推定をしております。 

（３）紙おむつの減容処理です。斜里町民間施設

での処理によりまして、令和４年度では約70％の減

容化、年間2,290㎥の縮減となると推計をしており

ます。 

次のページで、（４）紙、布類の減容処理につ

いてです。リサイクルに回せない紙、布類について

は大空町の焼却施設で処理し、100トン処理するこ

とで、年間297㎥の容積の縮減になると推定をして

おります。 

（５）即日覆土量の削減です。令和元年度から４

年度までの平均は、廃棄物１㎥あたり0.46㎥として

いましたが、令和５年度以降は0.2㎥以下に少な

く、薄くすることで埋立量の縮減を図ります。この

ことにより、令和５年度は3,702㎥、令和６年度は

最大で3,885㎥縮減できると推定をしております。 

次のページになりまして、（６）埋立ごみに含ま

れる資源物の資源化の促進です。①家庭系埋立ごみ

の状況と対応ですが、排出時に分別に協力いただけ

ると埋立容積の縮減が見込まれることから、啓発を

続けてまいります。②事業系埋立ごみの状況と対応

ですが、埋立ごみに入る紙類とプラスチックの適正

処理についての指導を重点的に実施しておきます。 

次のページ、（７）かさ上げによる埋立容量の拡

張についてですが、先ほどの資料１で説明したとお

りとなります。 

（８）次期最終処分場の整備の方針です。かさ上

げによる拡張を行うことから、次期最終処分場の整

備は図の14に示していますが、拡張後、測量により
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埋立完了を見込む４年前から整備に着手することを

予定しております。 

次のページで、（９）今後のごみ広域処理による

最終処分場への影響です。１市５町による広域処理

は令和11年９月から令和12年６月までの間で焼却処

理を開始することを目指しており、開始後は最終処

分量が現在の５分の１になると推定をしています。

このことから、最終処分場には埋立量の大幅な縮減

の影響が出てきます。 

４つ目、最終処分場延命化対策の効果推計です。

延命化対策による埋立量の減容と減量の効果推定を

した最終処分場の埋立容量推計は、その次の８ペー

ジと９ページの表のとおりとなります。どちらもか

さ上げによる拡張をした場合で、表１は現在の埋立

処理が続いた場合、その次のページの表２は令和12

年度から償却処理を開始した場合のケースとしてお

ります。表１のケース１と表２のケース３は、延命

化対応による減量化が目標達成率100％とした場

合。表１のケース２と表２のケース４は、目標達成

率80％の推定値となっております。表２ではごみの

広域処理により、令和12年度からは埋立処理する量

は約５分の１程度となっております。破砕、埋め立

てが続く場合で、目標達成率が100％の場合は令和

14年11月まで、80％の場合は令和13年４月まで、令

和12年度から広域処理が開始する場合は、100％の

場合は令和27年３月まで、80％の場合は令和19年11

月までと、それが最終処分場の満了期間と推定をし

ているところです。 

すみません、７ページのほうに戻っていただきま

して、５つ目、計画の進捗管理についてです。本計

画につきましては、毎年度、前年実績数値による進

捗状況の確認と、網走市廃棄物減量等推進審議会に

おいて進捗と取組状況への意見を聞き、改訂してい

きます。また、進捗状況の公表等により、市民の皆

様と情報共有を図りながら、取組への理解と協力を

頂ける対応を図っていまいります。 

説明は以上です。 

○永本浩子委員長 それでは、ただいまの説明で質

疑等ございますでしょうか。 

○里見哲也委員 かさ上げによる埋立量の拡張とい

うことで、資料の６ページですけれども、これで増

加量が４万2,960㎥というのかな、これ単純に現行

の、令和５年度の単年の埋立量で割ったら3.79年ぐ

らい、かさ上げによって延命ができる、そういう理

解でよろしいでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 現在の埋め立てが続いた場

合はそういった形になります。 

○里見哲也委員 3.79年、現在の埋立量で行った場

合の満杯の時期が来る間に、広域処理の焼却がうま

く走れば、100％、80％という表がありますけれど

も、かさ上げ地での、広域でうまく燃やした灰でさ

らに延命されればということで、非常にプランのオ

プションがいっぱいあると言うのですかね。ですか

ら最大うまくいけば、令和27年の３月までかさ上げ

地が使えるというようなことから言うと、新処分

場、これは４年間かかるということですから、遡り

でいきますけれども、非常にこれからもまだ流動的

な、できればうまく全部いけば新しい処分場をしば

らく造らないで済むぐらいの、そういったような計

画なのかなというふうに理解したのですが、それで

合っていますでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 令和12年６月までに焼却を

開始することができれば、その後は５分の１の埋立

量になるということで、令和27年３月まで使える。

満了が見えてくる４年前には次期最終処分場に着手

するという流れで考えております。 

○里見哲也委員 理解しました。いずれにしても、

現行の4.3年でいっぱいになるよという、つまり４

年あるよということの中で、今、広域化を含めたこ

とを進めていくので、新処分場の着工どころか、か

さ上げの着工も２年後ぐらいからスタートかという

ところなのかと思うので、この１年、２年は広域化

に向けた体制整備という、そういうような日程のプ

ランニングということでよろしいですか。 

○近藤賢生活環境課長 かさ上げの時期につきまし

ても、広域化は今進めているところですが、毎年行

っている残余測量、今年の10月、ここがまず１つの

判断基準になっていくというふうに考えておりま

す。 

○里見哲也委員 はい、理解しました。ありがとう

ございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○古都宣裕委員 このかさ上げ工事によって４万

2,960㎥という数字が出ているのですけれども、先

ほど里見委員の質問では現時点の埋め立てとしては

3.79年という割り返しがあったのですけれども、も

ともとの計画としては4.6年分くらいはあるのかな

と思って見ていますけれども、原課としてこれは何

年分を確保できるという見込みなのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 現在の埋立処分場をかさ上
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げしないとした場合は、あと４年で令和10年までと

なりますが、今回かさ上げをした場合は８ページの

表１、ケース１、これは100％になるのですが、こ

のとおりに進めば令和14年11月までもつということ

で、４年近く延長することができるというふうに考

えております。 

○古都宣裕委員 それでいうと、当初の計画、表の

１で見ると、当初結果が1.8倍とかという、今現

在、令和５年の見込みまで見ると、当初の予定より

も3.3倍、４倍程度のスピードで来ていると。割り

返すと、大体令和14年度いっぱいまでもつという計

画でもともといたと思うのですけれども、令和10年

の末くらいまでとなると見通しているのかなと思い

ますが、あとは今後計画どおりに行けばという話で

すけれども、この数字で見ると残り4.3年、表も残

余年数が見づらいというのがあるのですけれども、

この4.3年でいくという計画と、８ページを見ると

ですね、令和６年の見込みの数字、これ100％でい

った場合としてもですね、これは令和５年と令和６

年の推計80％なのですけれども、これ令和５年と令

和６年で数字が、埋立量が一緒だというのはどうい

うことなのですかね。どういう根拠でここは一緒な

のですかね。 

８ページのケース２のほうの令和５年10月と令和

６年10月の埋立量、総計が一緒になっているのです

けれども。 

○近藤賢生活環境課長 ちょっと見づらくて申し訳

ないのですけれども、ケース２の表１、ケース２の

下の米印に、令和６年度廃棄物埋立量を８割とする

と令和５年の値を超えるので、前年度と同様の数値

として見込んだところです。 

○古都宣裕委員 100％というのは令和４年を見て

100％と見ているという理解なのでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前10時22分休憩 

             午前10時46分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

休憩前に引き続きまして、古都委員の質疑に対す

る答弁から。 

○近藤賢生活環境課長 まず、表１ケース２の廃棄

物埋立量が、令和５年10月と令和６年10月の推計値

が同じ値となっている点についてですが、令和４年

度、令和５年につきましては、実際の廃棄物の入れ

た数量を記載しております。そして、令和６年10月

以降の値は推計値ということで、埋め立てるべきと

する廃棄物をそれぞれ積み上げたものを出しており

まして、100％のほう、ケース１のほうにあるもの

につきましては、令和６年10月で8,691が見込まれ

ると。これにケース２のほうは達成率80％というこ

となので、1.2を掛けているものでございます。そ

うすると、令和６年10月の8,691に1.2を掛けてしま

うと前年度を超えてしまうということから、令和６

年10月のケース２の表は、同じ9,921㎥として出し

ております。令和７年以降は今の減容策がうまくい

った場合は、埋立量が7,574㎥になるということ

で、1.2を掛けたものが80％の達成としてみたとこ

ろです。 

なお、御指摘のありましたとおり表が見づらいと

いうことなので、令和４年10月と令和５年10月は実

績値のみの記載ですが、ここにも当時の推計数量を

記載したほうが見やすいということなので、後日推

計値を入れたデータの提供もするようにいたしま

す。 

○古都宣裕委員 わかりました。ただ、この推計値

を出すに当たっての基準がどうなっているのかとい

う部分も、ちょっとよくわからないのでわかりやす

い表を作っていただきたいと。 

あとは、この最終覆土が赤い数字で出ているので

すけれども、これはどういった意味なのですかね。 

○近藤賢生活環境課長 こちら、最終覆土を50cm入

れると7,660㎥という形になりますが、この中では

最終覆土の分はこの表から引いている形で出してい

るという形で、最終埋立容積が17万4,300という形

で出しているところです。 

○古都宣裕委員 この最終覆土なのですけれども、

このかさ上げに対して、一度覆土してからかさ上げ

をしなければいけないものなのか、そのままかさ上

げをした上で、最終覆土は最終覆土で総量的には変

わらないものなのか、どちらなのでしょう。 

○近藤賢生活環境課長 かさ上げをする場合は最終

処分場自体のかさ上げをするものなので、最終覆土

というのはかさ上げをして、最終的に満了になると

きに最終覆土とするというふうに考えています。 

○古都宣裕委員 アイスのコーンみたいな、上が広

くなっている部分でかさ上げをすることによって、

最終覆土量というのは変わらないのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 最終覆土は面積に応じて

50cmが適当というふうに考えておりますので、最終

的な、一番上の面積で残り50cmを盛るという内容に

なります。 
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○古都宣裕委員 それはわかるのですけれども、今

回かさ上げすることによって面積が増えるわけでは

ないですか。ただ、どういった形で増えるかという

のもわからないのですけれども、最終覆土の量は変

わらない、一番上の平米の面積は変わらないから、

最終覆土の量も変わらないのでしょうか、それとも

増えたり減ったりするのでしょうかという質問だっ

たのですけれども。 

○永本浩子委員長 答弁できますか。 

○近藤賢生活環境課長 かさ上げなのですけれど

も、土堰堤を今の処分場の内側に築くので、今の処

分場よりは若干面積は減ると思いますが、３mかさ

上げをして、その部分が面積になるので、今より若

干減ったところに最終覆土をするという流れになり

ます。設計についてはかさ上げの設計できちんとし

た数字は出てくると考えています。 

○古都宣裕委員 一旦わかりました。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに質疑ございま

すか。 

○金兵智則委員 去年ですかね、去年の２月に最終

処分場延命化方針が出来上がって、それを基にこの

計画なのだと思います。 

計画案ということで出されているのですけれど

も、これ今月中に決定される、スケジュール的なも

のはどのような感じで決定されていくのでしょう

か。 

○近藤賢生活環境課長 廃棄物減量等審議会がござ

いますので、そちらのほうで確認をしていただい

て、決定するという形で進めてまいります。 

○金兵智則委員 そうしたら３月中、今年度中には

これが出来上がるのかなというふうに思います。 

最終処分場延命化対策の効果、並びに処分場の流

れも中間処理施設焼却で今１市５町ですかね、でや

っていくということで、最終処分場の埋立完了期間

が延びたのだということなのだと思います。一番短

くても令和13年４月で、一番長ければ令和27年３月

までの見込みが出てきたよという、この計画の中で

は出てきたのだと思いますけれども、ごみの中間処

理施設が令和11年９月から令和12年６月までの間で

焼却処理、これもともともうちょっと早かったもの

がこの時期にずれ込んでいるのですよね。例えば表

１のケース２でいくと、令和13年４月には埋立終了

してしまうので、令和12年度、これ埋め立てを続け

た場合ということなのだと思いますけれども、その

前にはやっぱり稼働をしていなければいけないのだ

と思うのですけれども、これがまたずれたとなる

と、令和12年度末いっぱいで埋まってしまうという

ケースが、埋め立てのままで行けば、80％でいけ

ば、そのときにはもう埋まってしまうということで

すので、そういうおそれもあるのですが、その辺に

ついてはいかがですか。 

○近藤賢生活環境課長 最終処分場のこの状況と中

間処理施設の供用の見込みというのは、毎年度きち

んと進捗状況を確認しながら、最終処分場が埋まる

時期もこの計画と照らし合わせながら見極めていっ

て、次期処分場を造り、それから計画どおりに焼却

が進めば、表２のとおりでは進むと思いますが、そ

こはきちんと確認しながら進めていく流れになって

いきます。 

○金兵智則委員 確認して進めていっていかなけれ

ばならないのはもちろんなのですけれども、という

ことは遅れる可能性もあるということなのですか

ね。一応令和11年９月から令和12年６月の間で、１

市５町の間では焼却を開始しようというふうに進め

ていますけれども、それも進捗状況を見ながらとい

うことは、その中で遅れてしまえば、その前段階か

ら最終処分場を造ることを始めたりだとか、かさ上

げのあれを始めたりだとかという説明がこの計画に

は含まれているのですけれども、その見込みがずれ

ることもあるのですかという質問なのです。今その

辺の進捗状況はどうですかという、わかりやすく説

明すればそういう質問だったのですけれども。 

○近藤賢生活環境課長 現在のこの計画では焼却が

令和12年度から始まるということでつくっておりま

すので、この流れでは表２のケースで進めるという

ふうには考えております。 

○金兵智則委員 そうなのだと思います。計画にそ

うやって数字が載っているのでね、順調に進みそう

なのかどうなのか。１市５町の協議をしたりだと

か、いろいろと今広域のほうも進めていますよね。

その広域の進め方は順調ですかという質問なのです

けれども。 

○永本浩子委員長 金兵委員、広域処理の状況につ

いては、次の議題で説明がありますので、それを受

けてからでもよろしいですか。 

○金兵智則委員 それを受けてから、そうしたらま

た戻るということですか、これに。そうしたら一遍

に説明してもらったらよかったのではないですか。 

○近藤賢生活環境課長 広域の施設につきまして

は、７ページの（９）にあるとおり、令和11年９月
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から令和12年６月までに開始することを目指してい

ますので、広域についてはこの内容で進めているこ

とを御理解願います。 

○金兵智則委員 わかりました。広域の話はまた後

だという話なのかもしれないですけれども、目指す

のと、今現在どうなのかというのとは、またちょっ

と話が違うのかなというふうに思いますし、順調だ

から計画に載せているのですよね。順調ではなけれ

ば、計画にこの数字は載せられないと思うので、そ

の一言が欲しかったのかなと。僕的には順調である

からこの計画に載せているのであって、次にあるの

はわかりましたけれども、その辺の言い回しですよ

ね。それだけの話です。 

また質問を進めていきますけれども、そうなった

ときにですね、かさ上げ工事をしたら約３億円でし

たかね、かかるというふうに思います。これまで、

この延命化策で約５億円かかってきているのだと思

います。今後も延命化対策は続けていかなければな

らないので、例えばおむつですか、おむつはもう今

後も、毎年延命化対策に積み上がっていく金額なの

だと思うのですよね。それを踏まえると、もともと

今の最終処分場はたしか令和14年度まで使えるはず

だったものなのですよ。それが怪しくなってきたの

でということで種々議論してきましたけれども、最

低でも令和14年度はクリアして、その先１年でも長

く使えるようにしていかないと、市民の金銭的負担

は、令和14年度末までであれば延命化策で積み上げ

た金額がただただ無駄に積み重なっただけになって

しまうのですよね。やっぱり何とか、表２になるの

ですか、ケース３、４のほうに推し進めていかなけ

ればならないのだというふうに思います。それに向

けて、全ての計画ですから、何と言えばいいんです

かね、可能性は全て明記されているのだと思うので

すけれども、これ表２のほうのケースで、今のとこ

ろこの計画どおりいけば流れ的にはうまくいきそう

なのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 令和12年度以降焼却処理、

焼却による中間処理ができれば、この表２のケース

で進めるというふうに考えています。 

○金兵智則委員 なので、本当にそこが順調なのか

と聞いているのですよね。それがまた１年遅れれば

最終処分場がもう次の年には終わってしまうのです

よ。すごく瀬戸際なのですよ。これ計画で結構いい

数字出てきていますけれども、そこが次遅れてしま

うと最終処分場は短くなり、ただただ延命策、令和

９年とか８年とか言っていたのでしたっけ、のやつ

が10年、12年、13年、５年延ばしましたね、あのと

きから、そのために約７億円も使いましたねという

話になると困るのですよ、ここまでやっていたら。

なので、焼却のほうも大丈夫ですかという。全て関

連しているのですよ。次の議題なのかもしれないの

で、これ以上は言わないですけれども、そういうこ

とをちゃんと認識してこの計画をやってもらわない

と、計画で痛い目は十分見ていると思うので、その

辺についてこの計画は大丈夫ですか。 

○田邊雄三市民環境部長 広域の開始時期ですけれ

ども、現時点では令和12年６月までには開始をした

いという、これは各メーカーの今のところのアンケ

ート、情報収集からそのような形で見込んでいるの

ですけれども、状況がどうなるかというのは今後な

のですけれども、そのために来年度になりますけれ

ども、なるべく早い発注をしてその辺を確定させる

という作業が必要にもなりますので、そのためには

まず延命化も大事なので、計画はきちんと立てて、

あとは工事発注後、実際どうなるのかというところ

を見極めた上で対策が必要であれば、新たな対策を

していきたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 令和12年６月までではなくても、

何とか令和12年度中にはね、焼却施設は始まっても

らう必要があるのかなというふうに思いますし、

種々、何年前からですかね、いろいろやり取りがあ

りましたけれども、何とか延命化対策をやって、こ

れだけのお金を使った結果、最終処分場もこれだけ

延ばせたので元を取れましたという言い方にはなら

ないのかもしれないですけれども、市民に大きな負

担をかけ、一時期はかけましたけれども、何とかそ

れをペイできるような状況まで持ってきましたよと

言えるところまで、せっかくここまで来たのですか

らね、やっていただきたいなというふうに思います

けれども、最後いかがですか。 

○田邊雄三市民環境部長 金兵委員のおっしゃると

おりなのですけれども、今この段階では言えません

ので、そうなるようにきちんと実績、あと推計もし

っかりしながら進捗を進めていきたいと考えており

ます。 

○金兵智則委員 終わります。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○古都宣裕委員 広域ごみ処理施設の部分なのです

けれども、７ページの。令和11年９月から令和12年

６月と、約９か月の部分を見て、大体このぐらいの
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中での、先のことなのでというのもわかるのですけ

れども、これは令和11年９月の供用開始を見込むけ

れども、遅れることも加味して令和12年６月までと

いうことで、最初の計画としては令和11年９月を目

指しているということなのでしょうか。それともこ

の期間の中でこれぐらいの中にはなるのではないか

という結構アバウトな感じなのですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 この期間というのは発注

した後の工事期間から稼働までの一般的なスケジュ

ールというのがありまして、それでいくと令和12年

９月なのですけれども、各町いろいろな状況、当市

にしても最終処分場の状況、そういったところでな

るべく最短のスケジュールでやっていければどうな

のだろうというスケジュールを組んだときに、令和

11年９月というスケジュールもありましたので、こ

こはかなりタイトなところなのですけれども、タイ

トではありますけれどもそこを目指していこうとい

うのが１市５町で取り決めたところでありますの

で、幅を持たせた期間とはなっておりますけれど

も、令和11年９月を実際は目指しているところであ

ります。 

○古都宣裕委員 では、これは令和11年９月という

のは一番タイトに、近隣町村を含め、広域の中で一

番スムーズに進んだ場合ここが可能であろうと。た

だ、どこかちょっと少し遅れたりとかした場合の部

分を考えての９か月間を見ているということで、別

に、そうしたら今網走市役所とか遅れたりはしてい

ますけれども、そういった部分の建設資材の遅れ等

というのを加味して期間を設けているわけではない

ということですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 工事期間が伸びることを

前提としたものではなくて、なるべく早く順調に進

めば、早く稼働させたいというところで、目標とし

て令和11年９月という期間もお示ししているという

状況です。 

○古都宣裕委員 マイナスの可能性を探せば幾らで

も出てきてしまうとは思うのですけれども、やはり

心配するのは、私たちが今、市役所建設をやってい

る中でどんどん遅れたりしている部分があると思い

ます。情報収集もされている中で、まだかなり先の

話なので、そこで資材がそろいませんでした、ある

意味、設備の部品が届かなくて、稼働にって言って

遅れる可能性は否定できないと思うのですけれど

も、そこは今のところ加味できる状況ではないし、

今のところ情報収集の中では懸念する材料にはない

ということの理解でいいですかね。 

○田邊雄三市民環境部長 やはり工事発注をしてみ

ないと、そこら辺の工事の見通しですとか資材の関

係ですとか、そういったところの情報が、答えが来

ませんので、まずは発注をした段階でまたスケジュ

ールが見えてくると思っております。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この件につきましてはこの辺でよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

○永本浩子委員長 次に、議件３、廃棄物広域処理

の状況について説明を求めます。 

○田中正幸生活環境課参事 広域での一般廃棄物の

中間処理方式の検討について御説明いたします。資

料３号①を御覧ください。 

１の検討の経過ですが、中間処理施設については

焼却を基本として、生ごみを堆肥化して資源化して

いる網走市、斜里町、大空町、小清水町の状況、こ

れは安定した堆肥化や安定した堆肥提供先がどこも

課題となっていること。また、国が進める脱炭素へ

の対応などへの考慮が必要となっています。また、

高齢化により分別が難しくなっていくことなどか

ら、分別の簡素化への対応やごみの収集、処理に関

する人員確保の課題、これは土曜日、祝日が休みで

はないということもあり、募集に対する応募はな

い。それから、今いる人の高齢化が顕在化してきて

いる状況も考慮した中間処理方式の検討を行ってき

たところです。 

生ごみのメタンガス化による発電によるエネルギ

ー利用という検討も併せて行っていくこととしまし

た。このことから、焼却施設単独と焼却施設とメタ

ンガス発酵施設の複合の２つを検討してきていると

ころです。 

２の焼却を基本とする中間処理方式の形態です

が、（１）の焼却処理は、生ごみは可燃物として混

合収集となります。この処理方式では堆肥化して資

源利用している市町は資源化できなくなり、脱炭素

に逆行、リサイクル率低下ということにもつながり

ます。また、約90％が水分の生ごみ全量を焼却する

には、燃料を追加して燃焼効率悪化に対応すること

が想定されることから、脱炭素に逆行することにな

ります。 
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（２）の焼却処理プラス生ごみの堆肥化処理で

は、現状課題となっている一定レベルの堆肥化と堆

肥提供先の安定化の確立がこれまで同様に難しいこ

ととなります。また、堆肥化が不安定となった場合

の残渣の焼却は、水分対策をした運搬となることか

ら専用車の用意など課題があり、また直接埋め立て

は各市町とも焼却容量を基本とした最終処分場とな

るため、今後は難しいこととなります。 

（３）の焼却処理プラス単独生ごみメタン発酵で

は、生ごみの分別収集が必要であるので、分別して

いない美幌町、清里町は対応が課題となります。生

ごみを別に集めるので、分別の簡素化、人員等の効

率化ができないという影響が出てきます。 

（４）のメタンコンバインド処理（焼却施設プラ

ス生ごみメタン発酵施設）の複合施設では、可燃物

から生ごみ、紙類など発酵に適したものを自動機械

選別することから、生ごみを可燃ごみに含めての収

集が可能となります。また、国の交付金が焼却施設

と生ごみメタン発酵施設ともに２分の１対象となり

ます。 

３の今後の予定ですが、令和６年４月中に中間処

理方式を決めるスケジュールで現在進めているとこ

ろです。 

次に、建設予定地について御説明します。資料３

号（２）を御覧ください。 

１の建設予定地ですが、図面は別紙となっており

ます。 

（１）所在地は、網走郡大空町東藻琴末広629番50

の一部、大空町有地となっており、（２）の建設予

定地は公共残土捨場、約１万3,000㎡です。 

２の施設概要で、整備概要ですが、主な整備項目

は（１）から（５）となり、（１）は宅盤造成とし

て現状の１万3,000㎡を造成後、１万5,000㎡にす

る。 

（２）道路整備として、1.6kmの整備、図面のほ

うでは、道路ナンバー１のスキー場側から1.2km

と、道路ナンバー２の旧道側0.4kmとなります。ナ

ンバー２の旧道側整備は民有地取得が必要となって

おります。 

（３）電気通信整備として、電気光回線の整備。 

（４）上水道整備は、スキー場側から1.2km敷設

替えが必要です。 

（５）防災施設整備として、雨水・土砂流出防止

施設の整備が必要となっております。 

３の今後の確認事項ですが、（１）の伐採、抜根

では、道路整備及び宅盤造成のため、木の伐採、抜

根が必要ですが、雪解け後、森林組合との協議によ

り、範囲、費用を算出してまいります。 

令和６年６月議会に補正予算対応が必要となると

見込んでおります。 

（２）の排水処理設備整備では、下水道への接続

の場合、理由を整備担当課から求められております

ので現在整理をしておりますが、処理水の処理は、

１つはクローズド、焼却施設内で全て使って処理を

する。２つ目に河川放流。この場合、漁業者、漁組

との協議が必要となります。クローズド、河川放流

ができない場合、３の下水道接続処理という考え方

になっております。 

次に、概算総合整備事業費について御説明しま

す。資料３号③を御覧ください。 

中間処理方式の施設、宅盤造成等の費用及び年間

の施設維持管理費の概算額を現時点で試算したもの

となっております。試算は、メーカーアンケートで

高い金額が出ているメタンコンバインド焼却施設と

生ごみメタン発酵施設を組み合わせたものを試算と

して使っているところです。 

１の施設整備・宅盤造成等費では施設整備費が

110億円から165億円。交付対象経費は事業費の７割

から８割程度ですので、２分の１の交付金活用で、

自治体負担は46億円から60億円と試算しておりま

す。宅盤造成等費は１万5,000㎡となった場合に、

道路など諸々含めまして約12.7億円となっておりま

す。内容としては、宅盤造成、道路、上水道、電

気、電話の敷設などとなっております。土木工事で

約10億円となっております。未確定整備費として①

伐採・抜根費と②の排水処理施設整備費としており

ます。合計では、最大約178億円プラスアルファと

しておりますが、交付金活用では最大約73億円プラ

スアルファとなります。今後、諸条件の詳細決定に

より増減はあると見込んでおります。 

２の年間の施設維持管理費では、年間5.5億円か

ら９億円とし、メーカー諸条件の決定により確定を

していきます。 

説明は以上となります。 

○永本浩子委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

○古都宣裕委員 まず、資料３の①のところでちょ

っと質問があるのですけれども、生ごみとかの焼

却、今後やっていく今の検討状況なのかなとは思っ

て見ているのですけれども、この中でどうしても我
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が網走市を基本に考えてみるのですけれども、そう

した場合、今容器包装プラスチックが分かれている

のですけれども、そのごみというのはどういう形に

なるのですかね。 

○田中正幸生活環境課参事 容器包装プラスチッ

ク、今分別収集しておりますけれども、これは新し

い処理施設が稼働しても、そのまま継続して分別収

集して資源化していくことになります。 

○古都宣裕委員 そうであろうなとは思ったのです

けれども、対して①の２番、生ごみは燃やすように

なるというふうな話で書いてあった上で、燃料によ

る燃焼効率の悪化対応が想定される。逆に、脱炭素

に逆行ってあるのですけれども、ほかの町でもそう

なのですけれども、プラスチックごみを分けること

によって焼却施設に燃料として今まで入っていたよ

うな形の意味合いがあったのを、分けることによっ

て燃焼効率が悪くなって、逆に燃料を買って入れな

ければいけないような状態になっているところも結

構散見されるのですよね。それを考えると、逆に分

けて資源として使うのか、わざわざ燃料を買わなけ

ればいけないような状況になるのであれば、市民の

手を煩わせないように、焼却するというのは、市民

はそういう意味だと思っている話を結構聞くのです

けれども、それであれば一緒に燃やしてしまったほ

うがいいのではないかと思うのですけれども、市は

今のところはそういった見解は持っていないという

ことなのですかね。 

○田中正幸生活環境課参事 おっしゃるとおりです

ね、プラスチック等の可燃物が資源化されるという

ことで、水分の多い生ごみだとかが入ってくると、

当然燃焼効率の悪化によって燃料を追加で入れなけ

ればいけないということになりますが、今のとこ

ろ、市としては容器包装プラスチックを燃やすとい

う考えは持っておりません。 

○古都宣裕委員 網走市だけではなくて近隣もそう

だと思うのですけれども、利用者、市民や町民とか

の負担を減らす意味でやる上で、分けることによっ

てリサイクルするというのは大切だとは思うのです

けれども、それによってペイするものよりも、わざ

わざ燃料を買ったほうが高上がりになるのであれ

ば、市民や町民の負担も減ってですよ、一緒にごみ

を投げた上でやったほうがいいのではないかと単純

に思うわけですけれども、そういったのは検討状況

に上がっていないのですかね、それとも検討すらし

ない状況なのですか。 

○田中正幸生活環境課参事 この施設を整備するに

当たってですね、国の交付金を受けるということも

ありまして、今後網走市としては施設が供用開始し

た後に、製品プラスチックも分別収集が義務化にな

っていくということもありまして、今やっているリ

サイクルは、基本的にはそのまま続けていくという

考えを持っております。 

○古都宣裕委員 続けていきたい、今やっているか

らというのはわかるのですけれども、それが費用対

効果に見合っているのかというところとか、今現在

でもすごく進んでいる、分別をいっぱいやっている

ような町からしたらまだって言われる部分もありま

すけれども、網走もかなり分別はしているとは思っ

ております。その中で、やっぱり市民の中で焼却し

たいという話の方、そう言っている方の話を聞く

と、分別の手間が減るだろうという話を聞く中で、

あまり分別の手間が減らない、なおかつ費用対効果

を見ていないけれども環境にいいとなっているから

このまま続けようねでは、ちょっとなかなか、トー

ンダウンするのではないのかなと思うのですよね。

その中で、別にわざわざこのまま行くと、燃料も買

って生ごみを燃やすから燃焼効率が悪くなるからと

いうのであれば、別に一緒くたにしてしまって、そ

れで済むのであればですよ、費用対効果もそのほう

が見合うのであれば、私はそっちのほうがいいので

はないかなと思うのですけれども、検討はされない

のですかね。 

○田中正幸生活環境課参事 今のところはですね、

資源になるものは分別をして、資源化できないもの

を焼却するということで考えております。 

○古都宣裕委員 検討しないという回答だと思うの

ですけれども、私はそれこそ検討すべき課題なので

はないかなと思うのですよね。だって、このまま行

ったらもう自分たちも脱炭素に逆行で燃焼効率が悪

くなることが想定されるって書いているわけではな

いですか。わざわざ市民に分別させてという手間

と、相当な労働力と考えたら、相当な手間だと思う

のですよね。それを続けるのか、いやもう一緒くた

にしてしまって、燃やしてというふうにやったほう

が、そういった部分のスリム化もできるわけだか

ら、予算的には圧縮できて私はいいのではないかな

と思うわけですよね。検討したほうがいいと思いま

すけれども、どうでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前11時25分休憩 
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             午前11時27分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

古都委員の質疑に対する答弁から。 

○田中正幸生活環境課参事 中間処理施設の整備に

当たってはですね、国の交付金を活用して整備する

ということが前提になっておりまして、容器包装プ

ラスチックを可燃物として燃やしてしまうというこ

とになりますとですね、交付金の対象から外れてし

まうということで、今までどおりですね、分別して

資源化するということで考えております。 

○古都宣裕委員 たしか今国会の質疑の中でも、そ

ういった国会議員の中から質問が出て、上がってい

たと思うのですよね。そうした中で、全然それはコ

ンクリートされている状況ではないと私は認識して

おります。そうした中で網走市、今現在、容器包装

プラスチックを分別しますけれども、それは今どの

ような形になっているのですか、製品になっている

のですか。 

○田中正幸生活環境課参事 今年度ですね、網走市

が収集した容器包装プラスチックについてはです

ね、容器包装リサイクル協会と処理の契約をしてお

りまして、今年度の行き先については室蘭の日本製

鉄に運ばれて、高炉還元剤として利用されていると

いう状況となっています。 

○古都宣裕委員 難しく言っていますけれども、炉

を燃やす燃料になっているという理解でいいのです

か。 

○近藤賢生活環境課長 ただいま日本製鉄のほうに

運ばれて、高炉還元剤ということで、炉の中に熱資

源として有効活用しているのですが、毎年入札で行

き場は変わるもので、北海道の場合はそのほかに再

生プラスチックとしていく流れもありますので、そ

こは我々が決めるものではなく容器包装リサイクル

協会のほうが決めて、入札をしておりますので、そ

の流れに沿ったリサイクルを進めていく必要がある

と考えています。 

○古都宣裕委員 であるならば、実際に今燃やされ

たりしているような話も出ている中で、一部は製品

になったりしているかもしれないですけれども、わ

ざわざ遠くまで運んで、そういった状況であるなら

ば、燃料、また運ばれてきたものを、今燃料代も上

がっていますよ、それを買うのではなくて、こうし

た形で利用できるのであればわざわざ近隣の町村と

話して分別しない方向に持っていったほうが負担は

減るし、市民にも町民にも歓迎されると私は理解す

るのですけれども、それを費用対効果すら検討も計

算もしないというのは、私はちょっと違うのではな

いかなと思うのですけれども、どう考えますか。 

○近藤賢生活環境課長 先ほども参事のほうから申

し上げたのですが、環境省の循環型の交付金を活用

して施設を整備しますので、容器包装プラスチック

についてはリサイクルをする、また過疎地域でない

網走市については、それが稼働した後には、その他

のプラスチックもリサイクルすることを始めなけれ

ばならないというのがありますので、そこは交付金

の流れに沿って進めていく必要があると、現在は考

えております。 

○古都宣裕委員 そのような形であるならばです

よ、私、この場所もありきで進めているということ

は、今後ここに運ぶ、網走市がこの中で一番大きい

人口を持っていますから、それだけ運ぶ運賃もかか

るし、ごみの量も出るから当然だと思うのですけれ

ども、網走市に造った場合と比較したときに、網走

市であれば雇用も確保、ある意味できるだろうし、

そうした運賃の部分の負担も市民としては減るだろ

うし、そういったメリットもあるし、環境負荷の部

分で言えば大空町にお願いしたほうがいいのかもし

れませんが、メリット、デメリットをしっかりと示

せていないというのが１つあると思います。 

そして、資料３にもありますけれども、このまま

行くと、３号の③だと46億円から60億円の負担だ

と、それだけあるのであれば、その負担で市独自で

造ったほうがプラスチックも燃やしましょうと、そ

ういった形もできるのではないかとしたら、この町

としての在り方とか、将来の人口推計とかもあるで

しょうけれども、ランニングコストもこのままいく

と5.5億円から９億円、大体半分が網走の負担だと

考えたら、３億円から５億円近くが網走市、ランニ

ングコストでも払い続けるわけですよね。そうした

ことを考えたときに、本当にこの広域のままでいい

のですかと。網走市単独でやった場合、自分たちで

造って46億円から60億円の中でできるのであれば、

別にプラスチックだって燃やしたっていいわけです

よね。そのほうが私は町としてのメリットがあるの

ではないかなと考えてしまうわけですよね。だっ

て、このままで行ってもプラスチックを燃やす考え

も持たないし、そのままでいくとという今のやつ

の、コンクリートの中でいくような流れではないで

すか。私は検討課題にも上がっていないのだなとい

うのが今のでわかったので、この計画でこのまま行
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くことに対して、本当に果たしてこの町の将来的に

いいのかとなったときに疑問しかありません。これ

ちゃんと考えているのですかね。 

○近藤賢生活環境課長 焼却施設を広域で造るか、

市単独で造るかという比較は以前の委員会でもお示

ししたところではありますけれども、ただ網走市単

独で造ると言って、それで交付金で整備する場合も

プラスチックのリサイクルというのは、そこは条件

として求められますので、今分別しているものにつ

いては交付要綱、今リサイクルに回しているものに

ついては、交付金の補助の交付要綱に従ってやって

いくことが必要ではないかと考えています。 

○古都宣裕委員 これちゃんと確認したほうがいい

と思うのですけれども、交付金を使ったって、この

まま広域でいったって46億円から60億円、市の負担

ですよね。広域ではなくて、外れて単独で46億円か

ら60億円を使ったって同じだってことですよね。交

付金なしだって。交付金があって、今の負担だとし

て46億円から60億円かかりますよという話をしてい

るのですから。交付金は全くもらわなくて46億円か

ら60億円、市の負担で、市単独になると思いますけ

れども、そうした場合だって同じだったら、それだ

ったら市民としてプラスチックも燃やせるように、

市民の負担も軽減できるようにしましょうよ。遠く

までわざわざ持って行かなくても、網走市で燃やし

て残渣をしないで処分できますよ。絶対そっちのほ

うがいいではないですか。そういったメリット、デ

メリットをしっかり開示しないで、ありきで進んで

いるのがおかしくないですかという話なのですよ

ね。 

○近藤賢生活環境課長 以前の委員会の中でも、単

独でやるのと広域でやる資料を示したところで、今

はちょっと持っていませんが、それを示しているの

がございます。また、廃棄物処理施設の整備には交

付金を使うことで、国からの援助される金額という

のは非常に大きいものですから、交付金なしでの整

備というのは、今の選択肢にはないと考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 話をあえて噛み合わないようにし

ているかどうかわからないのですけれども、交付金

がある状態で、今資料３号で示されているのが46億

円から60億円、網走市の負担ですよね。だから、交

付金もらうことありきだから、もらえないような状

態では考えていません。だから、もらった状態でも

46億円から60億円の負担があるのだから、市単独

で、例えば燃やすって言って、交付金をあげないよ

って言われたって、どのみち46億円から60億円、今

考えているではないですか。それを私たちは考えま

せんと言うのはちょっとおかしくないですかという

話をしているわけですよ。ランニングコストだって

遠くにやったほうが当然かかってくるでしょ。それ

は誰が考えたってそれだけ、今の処理場から考えた

ら40km、50km往復でかかるのですから、そうしたら

その分の燃料代、誰が負担するのですか。ほかの町

村は見てくれないでしょ。網走市でしょ。その分の

財源はあるのですか。財源がなかったら、ごみ袋代

上げるなり市民負担を増やすなりって、そういう形

にしかならないでしょ。それを考えたときに本当に

それでいいのですかという話をしているわけですよ

ね。それで燃やす、燃やさない部分も考えたら、そ

れはもう入りませんよって、それ前回のときに話し

ていないのではないですか。そうしたらまた話が変

わってくる話ではないですか。市民から見たら、そ

れだとちょっと話が変わってくるよねって、僕は出

てくると思いますよ。全然ごみの分別が減るわけで

はないです。このままほとんど行きます。生ごみは

あっちに持って行って燃やすようにします。生ごみ

堆肥化のためにどれだけお金を使ってきたのです

か。それが今使えなくなりますよ。そういう話を今

しているわけではないですか。全然メリット、デメ

リットの開示がしっかりされていないのではないで

すか。前に話したからって言ったって状況が変わっ

ているわけではないですか。前に話していなかった

ですよね、プラスチックをどうするとか。そうして

くると市民の話も変わってくると思いますよ。これ

は大きく変わると思いますよ。全然手間が減らない

のですから。その辺をしっかりと開示したときに、

今これだと、僕は市民感情でコンセンサスが得られ

ない。市民がみんないいですねとはならないと思い

ますよ。それ１回考えるべきだと思うのですけれど

も、どうでしょう。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午前11時40分休憩 

             午前11時57分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

古都委員の質疑に対する答弁から。 

○田中正幸生活環境課参事 交付金の条件としまし

てはですね、容器包装プラスチックを焼却するとい

うのはできないということと、また交付金を受けら

れないということになりますとですね、財政的には
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ちょっと難しいという状況もあります。それからラ

ンニングコストについてですね、去年の２月にお示

しさせていただいたデータになりますけれども、年

間で発生する費用ということで、単独で施設整備を

した場合に年間２億4,000万円、広域での場合はで

すね、年間２億2,380万円ということで広域のほう

がコスト的に有利だということで、単独よりも広域

のほうがコスト的に有利というデータがございま

す。 

○古都宣裕委員 休憩に入るわけではないの。質疑

をやっていいのですか。 

○永本浩子委員長 それではお諮りいたします。 

時間的にも12時ということで、一旦お昼の休憩に

入りたいと思います。 

暫時休憩ということで、開会は午後１時からでお

願いいたします。 

             午前11時58分休憩 

             午後１時00分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、廃棄物広域処理の状況

について質疑等ございますでしょうか。 

○古都宣裕委員 まず、先ほどの答弁の中で国の動

向もあると思うのです。 

 それでプラスチックの話なのですけれども、今は

それが入ってしまうと補助金の対象にならないとい

う話だったのですけれども、それが今コンクリート

ではなくて、もし計画の前にですね、それを燃やし

ても構わないというふうになった場合、その部分に

対しての見直しというのは検討なりされるのかとい

う部分はどうなのでしょうか。 

○田中正幸生活環境課参事 今、お話のありました

プラスチックの関係ですね、こちら国のほうで何か

動きがあればですね、その動向を見ながら検討した

いというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 もう１点なのですけれども、資料

③の整備の中で交付対象経費というところで見てい

るのですけれども、46億円から60億円となるのは、

私はこれ網走市として見なければいけない金額なの

かなと思ったのですけれども、どういう数字なのか

というところをちょっと御説明をお願いします。 

○田中正幸生活環境課参事 こちら資料のですね、

交付金活用で46億円から60億円ということで、これ

は実の負担額ということでですね。これは１市５町

で46億円から60億円の負担となるということでござ

います。 

○古都宣裕委員 この負担割合でいくと、確かに網

走ですと40数％で結構見ていたと思うのですが、清

里町が入りますよという表明がありましたので、そ

の部分の負担割合か当然変わってくるのかなという

ふうに思っております。 

 また、ごみの量でいくと生ごみが入る入らないと

かでもいろいろ変わってくるのかなと思いますけれ

ども、その辺の検討等状況はどうなっているのでし

ょうか。 

○田中正幸生活環境課参事 今回清里町さんがです

ね、広域での処理に参加するということで、まずで

すね、可燃物の処理量が若干増えることとなりまし

て、ちょっと古いデータにはなるのですけれども、

令和３年にですね、一般廃棄物広域処理検討業務と

いうのを各市町で行っておりまして、これは令和10

年度の推計になりますが、清里町の可燃物量が約

560トンということで、この分が増えまして、約大

体全体の４％程度の量となりまして、各町ですね、

その分の負担割合が若干減るということとなりま

す。 

○古都宣裕委員 たしか各負担割合というのが以前

の質疑の中で網走市は、前の出ていたデータの中で

やるから、そのときの最新のやつが生ごみの処理が

がうまくいってなかったときのデータを引用せざる

を得なかった中で負担割合ががちょっと大きくなっ

ていた部分があったと記憶しているのですけれど

も、それでいくとですね、今回生ごみを今広域処理

の中間の検討状況で行くと入れるというふうになっ

てくると思うのですけれども、その中で例えば網走

は、生ごみは今の処理施設があるからそれで抜くと

なるとその量からほかの町はその分増えるけれど

も、網走市が減ると。生ごみに関して言えば、資料

にあるとおり水分量が多いという部分で考えると、

燃料等をまた投入しなければいけない部分、それを

網走市が例えば生ごみを抜いているのであればそれ

まで負担するというのはちょっとおかしな形になっ

てくるのかなと思うので、そういった部分の負担割

合とかというのも、どういう検討状況なのかという

のをもし今進んでいるのであればお示しください。 

○田中正幸生活環境課参事 負担割合についてです

けれども、今まではですね、推計の可燃物量で割合

を算出しておりましたが、今後ですね、処理方式が

どうなるのか。今、堆肥化している生ごみを焼却す

るのかとか、それからメタンコンバインド処理して

いくのか、そういう処理方式によっても変わってき
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ますし、あと単純にその可燃ごみ量だけで算出する

のか、それとも例えば均等割ですとか、人口割も含

めて各市町の割合を設定するかによって、負担割合

はちょっと変わってくるというふうに考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 そういった検討状況はもちろんそ

うなのですけれども、ある意味、例えば網走は生ご

み処理の施設を持っているものですから、それを分

けるのであればやっぱり、その分は網走市の負担か

らは外してやっぱり市民の負担をなくすですとか、

一緒くたにやったほうが市民の手間も楽になるか

ら、ほかの近隣町村がそういう状況を合わせていく

だとか、いろいろ検討方法はあると思うのですけれ

ども費用対効果も含めた上で、将来的な人口減少に

よって財政が網走市も５年ごとに国勢調査によって

交付税措置の金額が変わってきますから、その部分

の負担を考えたときに、将来的な方向も見据えた上

でメリット、デメリットを検討した上で進めていく

べきだと私は思うので、よろしくお願いします。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○村椿敏章委員 私からも幾つか確認させてもらい

たいのですが、今回の概算総整備事業費ですね、

115億円から165億円とかなり幅も広いというのと、

それからメタンコンバインド処理方式というのを想

定しての事業費なのですけれども、実際メタンコン

バインドをすることによって幾ら事業費が上がる、

また、交付金が２分の１活用ということにもなって

いますが、この辺もメタンコンバインドではなけれ

ば幾らになるかとかですね、これまでの検討をして

いた内容というか、その辺が実際に見えてこないと

いうのが現状なのではないのかなと思うのですけれ

ども、私が考えていたのは、今の網走のごみの分別

方式が、生ごみがこの間かなり処理が進んで７割以

上の処理ができていると、約８割ぐらいですか。そ

ういった中でメタンを発酵させるために生ごみもそ

っちに運ぶのだというような、今回の計画になって

いるのだろうと思うのですが、やはり経過が見えて

こないというのが一番の問題なのではないかなと思

うのですよ。 

 その辺については、資料としてはこの間出てはき

ていないと思うのですけれども、それについてどう

いう考えであるのか、まず伺いたいと思います。 

○田中正幸生活環境課参事 生ごみの関係でござい

ますけれども、今ですね、車両を４台使って収集を

して施設に持ってきて処理をしているのですけれど

も、なかなか人員の確保は難しいということもあり

まして、今まで堆肥化処理していたということもあ

りまして、今回焼却のほかにですね、メタンコンバ

インドの処理ということで、生ごみを可燃物と一緒

に集めて、機械で選別して発酵に適したものを分け

ることができるという延命化もございまして、焼却

処理とですね、メタンコンバインド処理の２つの方

式でちょっと昨年ですね、メーカーからアンケート

ということで事業費ですとか原課の維持管理費とい

った数字をちょっと出してもらったところになりま

す。 

 まず、焼却処理の場合なのですけれども、こちら

のメーカーのアンケート結果では、16時間の運転で

８時間止める、準連続の方式の場合で施設整備費は

107億円から138億円、それから24時間運転する全連

続方式で100億円から186億円というアンケート結果

となっておりまして、こちらも焼却処理の準連続、

全連続ともにですね、交付金の交付率が３分の１と

なります。 

 それからメタンコンバインドの処理のほう、こち

らにつきましてはですね、施設整備費が110億円か

ら165億円という結果でありました。 

 メタンコンバインドの処理の方法は交付金の交付

率がですね、２分の１となっておりまして、優遇さ

れているものですから、施設整備費から交付金等差

し引いたですね、実負担額というのがですね、焼却

の場合等を比べまして、それほど整備費の実負担額

は変わらないというものとなっております。 

 それから年間の維持管理費についてですが、準連

続の場合で4.6億円から5.9億円、全連続で5.2億円

から9.7億円というところでした。 

 それからメタンコンバインド処理方式の場合は、

年間の維持管理費は5.5億円から９億円という結果

となっております。 

○村椿敏章委員 今、口頭での説明ではあったので

すが、やはりこの辺について資料として出していく

べきなのではないのかなと思うのです。 

 そして、市民にも、この間の広域化になった流れ

というのですかね、先ほどの昨年の２月ですか、に

示した単独でやる場合と、それから広域でやる場合

の市の負担、広域化になりましたよと、そういうふ

うに広域化を今進めていますよというところは、皆

さん、市民の方々はわかっていると思うのですが、

なぜそうしていくのかというのがやっぱり見えてい

ないのではないのかな。 



- 14 -  

 そして、さっき古都委員からも御指摘あったよう

に、要は分別が少しでも簡単になるのだろうな、か

なり簡単になるのだろうなという考えもあるでしょ

うし、容器包装プラスチックですか、これを燃やす

ことはできるようになったりもするのだろうな、そ

れは分けなくともいいのではないのかというような

ところもあると思うのです。だから、こういう意見

が出てくるのであって、今回の広域化によってどう

変わるのだというところが、やはり見えていない状

況なのではないのかなと感じます。 

 また、先ほどの、要は３分の１の交付金が出るパ

ターンと２分の１の交付金が出るパターンの資料を

ぜひ提出してもらいたいなというふうに思います。 

 またですね、先ほど生ごみ処理のですね、人員確

保が難しいというのは、これはちょっと理由にはな

らないのではないのかなと思うのですよ。というの

は、やはり、この間ずっとですね、網走市の生ごみ

の処理について最初はうまくいかなかった。だけれ

ども、やはり処分場が早く埋まってしまうという危

機が出てきて、ここで研究して何とか70何％という

ふうになったわけですよね。しかも、お金もね、破

袋機なり、堆肥盤をまた増やしたりとかですね、そ

ういうところでのお金もかけてきているわけですか

ら、私はこの生ごみをメタン発酵させるというのに

ついては、やっぱり反対だなと私は思っておりま

す。 

 今、市民の方々がね、生ごみを分けるのが難しい

のだと、燃やすごみとして一緒に出せるようになる

のだったら楽なのになという声があるのだったら、

その辺も検討すべきところはあるかもしれません

が、生ごみが分けるのが難しくない、または自分の

ところで堆肥化している人たちもいる。そうした中

でメタン発酵に行ってしまうというのは、やっぱり

無理があるのではないのかなと思っています。 

 あとですね、やはり今回の金額ですね、168億円

ですか、最大で。165億円。先ほど質問した中に入

ってきてなかったのですが、メタンコンバインドを

した場合に焼却だけだったら幾ら、それから……、

それは先ほど言っていたのか、言ったよね。 

 ですから、そこについてやっぱり資料を請求した

いと思います。 

 以上です。 

 以上ですというか、またちょっと答えていただけ

たらなと思うのですが。 

○永本浩子委員長 ただいま、村椿委員のほうから

焼却のときの交付金とメタンコンバインドにしたと

きの交付金の違い等の資料を出していただきたいと

いうお話がありましたけれども、説明はありました

が、改めてまた資料の提出を委員会として求めたほ

うがよろしいでしょうか、皆様御意見をお伺いいた

します。 

○金兵智則委員 今の資料要求、別に資料要求を否

定するものではないですけれども、先ほどの説明以

上のものが何か必要なのかどうか。口頭で16時間で

すよね、16時間のときに幾ら、24時間のときに幾

ら、そのときの維持管理費は幾らですという説明を

いただいたのですけれども、それ以上の何かが必要

なのか、その２分の１と３分の１の違いも出てきま

したけれども、それをまた同じものをペーパーで出

されてもどうなのかなと思ったものですから。 

○永本浩子委員長 村椿委員、いかがでしょうか。 

○村椿敏章委員 今の説明、口頭だけではなくて、

やはりそういうものも示した上で、委員会で審査す

るのが必要だと思うのですよ。 

 なのに今、今日はもうこれが決まっているよとい

うような感じで出してきていること自体が問題なの

かなと思っているので、ぜひ資料としては出してい

ってもらったほうがいいのではないのかなと思いま

す。 

○金兵智則委員 あくまで今回所管事務調査なの

で、これについて別に僕らは賛成反対とかという話

でもないですし、審査するものでもないので、丁寧

な説明が必要だから必要だというならまだ話はわか

りますけれども、審査をする必要性があるものでは

ないので、それだと要らないのかなというふうに思

います。 

○永本浩子委員長 ほかの委員の皆様も、今の金兵

委員の御意見でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 村椿委員に関しては、また原課でいろいろお聞き

したいことがあれば聞いていただくということで、

よろしくお願いいたします。 

 ほかの質疑に関して。 

○栗田政男委員 金兵委員の言っているとおりなの

ですが、要はこれ当市だけで決められる問題ではな

いと思うのですね。 

 だから説明を頂いて丁寧にお話を聞いているの

で、そのやり方は検討した結果そういうふうないい

ものを探っているというように私は捉えているの

で、当市だけでこれを議論し、それは駄目だ、いい
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と言っていたって、ほかの自治体があるわけですか

ら、その中でどういう答えというのが、それぞれの

自治体でやっていらっしゃるのだと思うのですが、

それも含めてね、この問題は非常に私たちだけで勝

手に決められるという認識ではないのですが、原課

としてはどういうふうに考えていますか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

             午後１時20分休憩 

             午後１時25分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

 栗田委員の質疑に対する答弁から。 

○田邊雄三市民環境部長 ごみの広域の検討につき

ましては１市５町でやっているところもありますの

で、１市５町でまず意見交換をし、決め、それを各

議会に持ち帰ってまた報告しながら、御意見を頂く

という合意形成を進めているところでありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 あと、先ほどの村椿委員の御質問だったのですけ

れども、検討状況なのですけれども、今回御報告し

ている内容については中間的なものになっておりま

す。 

 最終的な処理方式につきましては、先ほども質疑

の中でありましたけれども、４月中には決めたいと

いうことで１市５町のほうで進めているところであ

ります。 

 そういったことから、それにしても今どういう状

況なのかというのを今回こういう形で御説明をさせ

ていただいているというところで御理解を頂きたい

と思います。 

 また、人手部分なのですけれども、生ごみだけで

はなく、人手の不足というのは全体的なごみの収集

ですとか、それに関わるものは全てにおいて、今後

なかなか確保が難しくなってくるだろうという、難

しくてもごみ処理を止めるわけにはいきませんの

で、そういったところでどういうふうに効率化もし

ていくのかというところの観点も含めて、処理の効

率化と、あと分別のことも考慮しながら、今検討を

併せてしているところになります。 

 ごみ処理につきましては永遠に止めることのない

安定的なものをしていきますので、費用対効果とい

うのもありますけれども、確実にごみ処理を将来的

にも進めていける、そういう体制をどうやって組め

るのかというところが第一の観点で検討を進めてい

るところでございます。 

○永本浩子委員長 それでは質疑。 

○古都宣裕委員 ごめんなさいね。 

 今、村椿委員とのやり取りの中で聞こえてきたの

が、生ごみの処理に対してちょっと人の確保が難し

いという話が何があったのかなと。生ごみ堆肥化が

うまくいかなくて、何千万円もかけてもう一台機械

を入れましたという、上手くやってもらってきてい

ますという中で広域化の中で統一の方向にしましょ

うとかという話になってくるのであればですよ、ま

だこれから検討段階ということなのでしょうけれど

も、そうしたら、今までの生ごみ堆肥化処理につい

て使ってきた施設を使わなくなるというような話に

なってくると思うのですよね。 

 そういった部分も含めて頑張ってちょっと人件費

ももう少しやっぱり生ごみの中で仕事をするのも大

変だからとか、その関係で人が集まらないというの

であればとか、そういう部分もあると思うのですけ

れども、本当にその辺の費用対効果、もし網走は生

ごみは入れませんということが可能なのであれば、

その部分に入らない部分で、わざわざ今網走はその

中でもティッシュごみですとか、割り箸だとか、そ

ういったものも生ごみのほうに入っていますけれど

も、燃やすのであれば、そこはまた燃やすごみのほ

うに移動するのであろうとは思います。 

 そうした中で生ごみは、要は三角コーナに溜まる

ようなもののみ処理するのは、果たして本当に難し

くなるのかという部分もしっかりとこれ検討した上

で、今お金ね、もうかけて回しているこの施設とい

うのを無駄にしてはいけないと思うのですよね。ち

ゃんと生かさなければいけないし、これ生ごみに特

化した施設ですからね。生ごみをこっちに混ぜると

なると本当に使わなくなってしまうものだと思うの

ですよね。その辺もしっかりと検討した上で進めな

ければいけない、再来月ですよね。４月中には結論

を出すという話なので、その辺しっかりと網走市と

して持っているこの施設は広域に歩調を合わせると

いうのも私は大切な部分ではあるのかなと思うけれ

ども、その中でもやっぱりこれは網走市民の税金を

使って、100万円、200万円の話ではないですから。

うまく回らないといって、さらに追加でやって、今

やっと回っているところを回って今数字がいいのを

出しているわけではないですか。それを広域でやる

からもう使いませんよという話が簡単にならないと

思うのですよね。それをあと２か月これ結論づける

ということですよね。 

 出来るのですかね、大丈夫ですか。 
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○田邊雄三市民環境部長 生ごみの今使っている施

設につきましては、生ごみを借りにしないことにな

ったときには、広域になったときには、恐らくスト

ックヤードをさらに追加をしなくてはいけないとい

うところで、そういうところへの転用だとかを考え

るということもあります。 

 あともう一つは、生ごみをこのまま続けていくと

いうところにつきましては、人手というよりも、こ

の技術が安定的に将来にわたって続けていけるのか

というところは、我々にもやっている方たちにもな

かなか即答できないところでもあります。というの

は先ほど御説明しましたけれども、今70数％の堆肥

化率になっていますけれども、以前は30％台という

ところにもなっていました。そこは技術を重ねてで

すね、知見を持ったのですけれども、次それを永続

的に続けていけるのかというところがまだわからな

いところでありますし、そういったところも加味し

てですね、今後どういう処理をしていったらいいの

かというところを検討して、さらには広域での処理

ということになりますので、１市５町で目安として

４月中に処理を決めていく中で、網走市もどうして

いくかというところは決めていかなければならない

と思っております。 

○古都宣裕委員 網走市はゼロカーボンシティ宣言

をされていますよねという中で、さっきプラスチッ

クの話をするときにそれはもう厳しいという話をし

ていたけれども、生ごみは突っ込んだという話を僕

はちょっと通らないのではないかなと思うのです。 

 今の話ですと、ストックヤードとしては場所、特

には活用できます。では破袋機ですかという、破袋

機に何千万円もかけて、しかも２台目まで入れてた

った数年でやめますという話は、僕はならないと思

うのですよね。 

 その活用をしっかり考えて、このゼロカーボンと

か世界の流れを考えたら、網走は生ごみを継続しな

ければいけないのだと僕は感じますし、今話を聞い

ていくと、なかなか歩調を合わせる方向に意見が寄

っているのかなという感じは受け取るのですけれど

も、そうではなくてやっぱり網走市は網走市として

やった上で、先ほど話したとおり、今、一緒に混ぜ

ているティッシュですとか、割り箸ですとかそうい

ったなかなか堆肥化に難しいものというのが省かれ

るわけですよね。逆に堆肥化率は、僕は上がるので

はないかなって思うのですよ、単純にですよ。 

 そういうふうな面を考えたときに網走はやっぱり

しっかりとした施設を持っているし、今後、そうい

った燃やせる部分というのをちょっとその部分を増

やして三角コーナーのような、本当の生ごみだけが

入るような形にしていくような方向に持っていった

ほうがゼロカーボンとの差異もないですし、市民の

負担もその分は、網走は生ごみ入れませんよって話

になれば、その負担を減らす話も広域でするのであ

ればその話もできると思うのですけれども、その主

張は僕はしっかりしないといけないですし、流され

てやっちゃいましたって、一緒にやりますって破袋

機は使えなくなりました、負担は市民に行きますと

いうのは、なかなか僕はそれでいいですよと話はで

きないのですね。そこはしっかりと１市５町の中で

ちゃんと話さなければいけないと思うのですけれど

も、しっかりとそれは網走市としての主張をしてい

く必要があると思うのですけれどもいかがでしょう

か。 

○田邊雄三市民環境部長 それぞれの課題、古都委

員がおっしゃったようなところが、各町の課題にも

なっておりますので、そういった中で各町の考えを

決めて持ち寄って話して、そこから広域でどうやっ

ていくのかというところを今のところやっておりま

すので、ほかに流されるというところではなくて、

まずは網走市はどうしてするのかというところは決

めて協議に臨んでいるところであります。 

○古都宣裕委員 網走市の主張としては、そうした

らしっかりとその部分、焼却炉を造ったときに私は

分別、生ごみ堆肥化についてはメリットしかないの

かなと、その部分だけ見れば思うのですけれども、

その部分をしっかりと連絡の中で事務協議している

ところでは主張していっていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 種々議論がありましたのであれで

すけれども、まず資料３－１号ですけれども、令和

６年４月中に中間処理方式を決めるスケジュール

と、これも先ほどからちょっとスケジュールの話ば

かりしていますけれども、これを守らないと言えば

いいですかね、例えばここで決めないと後々のスケ

ジュールに影響があるというイメージでよかったで

すか。 

○田邊雄三市民環境部長 そのとおりで中間処理方

式を決めるのが大体４月末から５月、そういったと

ころで決めていくことで、その後のスケジュールに
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合うということになります。 

○金兵智則委員 詰める段階まで来ている中での委

員会での御説明、調査なのかなということで理解し

ますけれども、見るからにメタンコンバインド処理

が優勢なのかなというふうに見受けられる資料だな

というふうに思うのですけれども、これあれですよ

ね、生ごみを集めてきてガスを発生させる発酵槽か

何かに入れて、それで水気が飛ぶのでしたかね、バ

イオマスガスを発酵させた残渣について燃やすとい

うイメージで、それは間違いなかったですか。 

○田中正幸生活環境課参事 メタンコンバインド処

理ですけれども、可燃物としてですね、生ごみを一

緒に集めまして、それを機械選別します。発酵に適

さないものは焼却のほうに行きます。機械で分けて

発酵に適したものがメタン発酵槽に入って、そこで

発酵処理をしてメタンガスを抽出すると。最後は、

発酵が終わった発酵残渣についてはですね、脱水処

理をして、残渣は焼却のほうに行くというような流

れの処理になります。 

○金兵智則委員 ということは、別に分別方式は今

のままであっても別にその水気があるものを燃やす

というわけではなくて、この方式になると焼却炉に

対する負担が少ないよということが検討されたのだ

というふうに思います。 

 ただ、１年前にでしたかね、中間処理方式の比較

検討というのをたしか出してもらって、そのときに

金額の話も２分の１、３分の１という補助の話もた

しかそのときの資料には載っていたというふうに思

います。 

 ただ、あのときのメタンコンバインド方式のメリ

ット、デメリットは結構デメリットのほうは多かっ

たようなイメージ、そして寒冷地でやるにはどうだ

という話もあった中で何か方向的にはメタンガスの

ほうに何か移りつつあるのかなというふうに思うの

ですけれども、その辺のメリットはもう１年前と比

べて、この時間がデメリットの解消に何かつながっ

たのでしょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 メタンコンバインド方式

というのは比較的新しい、2015年以降出てきた技術

になりまして、当然全国的にも導入されている町は

少ないというふうな形になっております。 

 当然、比較検討したときには、そういったところ

トラブルも出てきているというところは承知をして

いるのと、委員おっしゃるとおり寒冷地での実績

が、道内でのメタンコンバインドだのシステムも入

れているところはないという状況、そういったこと

から焼却とメタンコンバインドをまだ比較している

という状況で、それから年数もたっていまして、最

近では３年ぐらい前にメタンコンバインドを入れた

自治体もありますので、そういったところの状況、

あとメタン発酵を道内でしていないというところで

はなくてメタン発酵だけをしているところもありま

すので、そういったところの状況も加味した上で、

道内に実績がないからとかではなくて、きちんとど

うやったら動かすことが可能なのかというところも

見極めた上で比較検討して結論を出したいというふ

うに考えております。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

あれからちょっと時間もたっているしという話も

あったのですけれども、ちょっとそこでお伺いした

いのですけれども、資料３の維持費、ここでメタン

コンバインド処理方式の値段しか出てないので明ら

かにそっちに進んでいるのかなというふうに見えて

しまうのだというふうに思います。 

比較検討すると言いながら、さっきの村椿委員じ

ゃないですけれども、比較検討のほかの材料が僕ら

には説明がないということは、それに決定して島っ

ているのかなというふうに思ってしまう人もいるの

ではないかなというふうに思います。 

その中で先ほど施設整備費、諸々ランニングコス

ト、維持管理費の話も聞いたのですけれども、宅盤

造成等の費用については、これはどの方式になって

も、この金額ということで理解していてよかったで

すか。 

○田邊雄三市民環境部長 今の段階では各メーカー

にアンケートを取って、最大が１万5,000平米必要

だというところが出ていますので、当然これよりも

少ないところもありますので、そこは発注段階で最

終的に決定するというところであります。 

処理施設だけではなくてそれに付随するものをど

ういうものが具体的になるのかというところも含め

て決定するものですから、最大で今見ているという

ところであります。 

○金兵智則委員 そうなってくると、多分メタンコ

ンバインド処理方式が一番施設的に大きくなりそう

な気がするのですよね。ガスをためる槽っていえば

いいですかね、あれも必要ですから、となると焼却

処理施設だけであれば、ここまでかからない可能性

もあるということですよね。 

○田邊雄三市民環境部長 メーカーからの概算の面
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積数でありますので、実際は焼却だから狭い、少な

くて済むとかメタンコンバインドだから最大を取る

とかということではなくて、あるメーカーでは焼却

でも同じぐらいの面積を言ってきているところもあ

りますし、先ほどのメタンコンバインド、要は焼却

施設とメタン発酵施設を持ちますので、当然２つの

施設があるということになりますと、それだけ敷地

面積も必要となるのですけれども、メタン発酵にも

横型の施設と縦型の施設でありますので、そうする

と縦型になれば、面積は少なくなるということにな

りますので、一概にメタン発酵だから広い、焼却だ

から狭いというところではないというふうに理解し

ております。 

○金兵智則委員 でも、僕らに出されているのはメ

タンコンバインド処理方式施設の金額しかないの

で、それを理解はできないですよね。 

なので、もしそうだとしたらそっちの方が安いの

ではないのというふうに思っちゃっても、それは致

し方ないですよね。そこはじゃあ、そういうことで

一応言ってきます。 

それで、さっきの施設整備費とランニングコスト

のお話なのですけれども、これそんなに大きく変わ

らないから２分の１と３分の１なら２分の１の方が

有利だよというようなイメージなのですけれども、

本当にそんなに変わらないのですか。 

ちなみにランニングコストって、多分ガスで電気

が発生したりするのかもしれないのですけれども、

それを電気に流用するので、ランニングコストが低

く抑えられているとかってそういうところもあるの

ですかね。 

そういうのを全く加味されてない金額なのでしょ

うか。 

○田中正幸生活環境課参事 こちらもですね、施設

の維持管理費も5.5億円から９億円ということの中

身ですけれども、発電した電力を自家消費できるの

ですけれども、その分は加味されていない維持管理

費となっております。 

○金兵智則委員 ということはそれが上手く行け

ば、もっと維持管理費がメタンコンバインド方式の

ほうが、値段が安くなる可能性が出てくるというこ

となのですか。何かちょっとごめんなさい、本当で

すか。 

○田邊雄三市民環境部長 この資料につきまして、

ちょっとわかりづらかったところもあるかもしれま

せんが、一番かかる焼却にしても、メタンコンバイ

ンドにしてもある程度このぐらいはかかるという目

安のものをこちらに載せたというふうに認識をして

いまして、焼却も幅がありまして、メタンコンバイ

ンドも幅がある、そういった中でこの範囲内でどち

らも、整備が可能であろうという数字、その中で交

付金は、メタンコンバインドのほうが２分の１なの

で、安いほうを取っている、費用的には高いほうを

取ったというところになっています。 

この範囲があるのは、焼却施設でいくと、準連続

とか全連続か16時間運転か、24時間運転かで人員が

変わってくる、メタンコンバインドは基本的には24

時間運転なのですけれども、夜はメタン発酵は15日

間ぐらいずっと発酵し続けるので、人手はいるので

すけれども、その辺は実際は24時間運転と変わらな

いという、そういったところもあって、ランニング

にしても焼却と変わらない部分も出てくるというと

ころになっていまして、そうすると大体今のところ

の目安でいくと、このぐらいの範囲内で施設規模は

収まるのではないかという、今段階の検討の状況を

お示ししたところです。 

○金兵智則委員 参考程度にというような説明だっ

たのかなというふうに思いますけれども、何か疑問

が多く残る状況だなというふうに思います。 

別にそれを止めるのは僕らには権限がないのでど

ういった話になっていくのか、ですけれども、ちょ

っと多分丁寧に丁寧に説明をしてくれようというふ

うに思ってはいるのだと思いますけれども、あから

さまに１つのほうの金額しか出てないですとか、そ

れだともう、既成事実としてあるのだったらもう、

どうしようもないよねというふうに、思ってしまう

人もいらっしゃるような気もします。丁寧にしてい

ただけるなら最後まで丁寧にしていただきたいなと

いうふうに思います。僕らもいろいろ聞かれる立場

ですので、答えられないことが出て、せっかく丁寧

に説明してくれるなら、僕らがちゃんと答えられる

ような資料、説明の仕方をしていただきたいなとい

うふうに思うところです。 

それだけ言っておきます。 

○栗田政男委員 施設を造る施設によって補助金が

違うというのは、負担割合というか、交付金の額が

違ってくるという話だと思うのだけれども、どうし

てそういうことが起きているのか、まずは説明して

ください。 

○田中正幸生活環境課参事 交付金の率の違いなの

ですけれども、単純な焼却施設が３分の１、メタン
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コンバインドが２分の１ということで、国もバイオ

マスの有効活用というのを推進しておりますので、

こういった交付率のメタンコンバインド方式が２分

の１という優遇がされているという状況になってい

るところです。 

○栗田政男委員 環境に配慮した施設であれば、た

くさん出しますよということなのでしょう、誘導し

ているのだよね、国がね。国が誘導しているという

ことは国が推奨しているから、国が例えばメーカー

のほうからたくさん政治献金もらっているとか、変

な僕はうがった考え方を、だとするとそういうこと

もあるのかなって随分変な話だなというふうに思う

ので、それを国がそういうふうに決めているのでそ

れに従って。説明の中では、費用はかかっても補助

率がいいって、この補助というのは非常にくせ者で

して、本当にそれがこの今回の案件として、適正か

つ有効なものかというのがなかなか見えなくなって

くる部分があるのですね。 

これは僕の経験上いうと庁舎の件がそうでした。

２割の補助があるために今出来上がろうとしている

施設は、単なる自治体の箱になってしまったという

実績が現実にあります。本当は官民一体となった施

設のほうが僕は適切じゃないかという、ずっと提言

し続けたのだけれども、それが通らなかった理由の

一つに、その補助の絡みがあるので民間とかそうい

う施設は参入できないという答弁を頂いた経緯があ

ります。それが本当だったかどうか、今それを言っ

てもしようがないのですけれども、それも例にとっ

ても、やはりその国の補助金というのはどうも、誘

導しているような気がしてならないのだよね。何ら

かの忖度が働いているのではないかという、僕は考

えてしまってもしようがないような気がするのであ

まり補助金の額、確かに桁が大きいのでね。大きい

と思いますよ、何十億も関わってくるので、だけれ

ども将来に渡ってこの施設がやっぱり何十年、50年

100年と100年に使える改修しながら使ってくるので

すよ。 

そうなったときにそればっかり考えていると何か

ちょっとずれてくるのかなという気がするのですけ

れども、原課のほうでその補助金に目が眩んでいる

というようなイメージはないの。 

○田邊雄三市民環境部長 先ほどもお答えしました

けれども、ごみ処理につきましては効率的ですと

か、安いからという観点ではなくて、継続的にきち

んとできる方法を選定していくということをまず念

頭に置いておりますので、そういった考えをまず持

ちながら、今後の広域の処理につきましても、検討

進めていきたいと考えております。 

○栗田政男委員 なんか答えになってないのだけれ

どもさ。 

こういう事案の場合は、最新のものが最良である

という一つ考え方というのは当然ね、最新のものは

それより優れているという感覚がこれはもう万人の

共通の認識です。ですから、それに対する投資とい

うのは当然必要ですし、国の補助がどうだからとい

う観点だけではなくて、やっぱりいろいろな方面か

ら考えて、ベストなものを皆に投げかけてつくり上

げていくということが大事なので広域だから、それ

は言えないとか、さっき僕が質問しましたけれど

も、勝手には決められないけれども皆で考えていく

というスタンスね、きっちり持ってほしいし、大変

網走の職員の皆さん優秀ですからね、いろいろな情

報投げかけるという立場にあるのではないの。 

しっかりとね、その辺を皆と共有して、ベストな

ものをつくるという気持ち、それはその金ありきで

はなくて、もっとやっぱりこのね、ごみ処理ってさ

っきから言っているでしょ。未来、継続にきちんと

やらなくてはいけないと、これは行政の役割ですか

ら、大切な役割で責務なので、それをしっかりとや

ってほしいなと思うのと、丁寧な説明というのを誤

解されているようですけれども、事細かく出せと言

っているのではなくて、やはり我々にタイムリーに

しっかりとした情報で市民に説明するのは我々なの

ですよ。 

ここをしっかりと押さえないと、皆さんがあっち

こっちで話すことよりも、私たちが聞かれることが

はるかに大きいし、市民の皆さんも私たちの話を聞

きたがっているわけです。 

だから良い情報をしっかりと的確に頂いて、みん

なで考えてこの地域のみんなで考えていくというス

タンスをしっかり持ってほしい。 

それを言いたかったのかな、そういうお願いをし

たいと思います。 

○永本浩子委員長 そのほかに質疑等ございますで

しょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この件に関しては、この辺で終わらせ

ていただきたいと思います。 
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次に、議件４、第７次網走市障がい者福祉計画並

びに第７期網走市障がい福祉計画の策定について、

説明を求めます。 

申し訳ありません、それでは、資料３号の④の説

明がまだ行われておりませんでしたので、その件に

関しての説明をお願いしたいと思います。 

○田中正幸生活環境課参事 一部事務組合の体制案

について御説明いたします。 

資料３号、④を御覧ください。 

資料の左側の部分が理事者側となります。管理者

につきましては、１市５町の市長または町長から選

出、ほかの市長、町長、または町長が副管理者とい

うことで入っております。 

例としまして、これは網走市が持っている消防組

合議会を参考にしておりますので、管理者の町の副

市長、副町長が副管理者に入るということで５町の

市長、町長プラス副市長、副町長が入って管理者が

６名というふうになっております。 

事務局につきましては他の一部事務組合を参考に

大体総務系の係と施設系の係を要しておりますの

で、このようになっておりまして、人数については

総務系の係で３名、施設系の係に４名ということで

これから精査をしていきますけれども、こういう体

制となっております。 

それから会計管理者については、構成市町の会計

管理者の併任、そして議会につきましては今後定数

等を決めていただき、各議会から選出していただ

く。それから議会事務局についても、構成市町の中

に置くということになります。 

監査につきましては、代表監査は構成市町から１

名を選任いただく。監査委員の１名につきまして

は、組合議員の中から選出をいただく。 

そして公平委員会につきましては、公平委員を構

成市町から１名選任いただくと、これが消防組合の

例に沿ったような内容の体制案となっております。 

説明は以上となります。 

○永本浩子委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

○栗田政男委員 こういう話も今日初めて聞いたの

だけれども、イメージしてしまうのはこういう事務

組合をつくるとき、やっぱり今説明にあった消防組

合ですよね。消防の場合はそんなにたくさんでやっ

てなかったケースなので今回の場合は多くなるので

ね。そう簡単にこの事業組合つくりました、議員さ

ん出てください、構成メンバーですということなの

だけれども、この事務組合という性質上、各自治体

の議員さんがここにメンバーとして入るというシス

テムになっているのか、ほかの人は入っていいの

か、ちょっと別にしても、そういうふうに考えるの

ですけれども、私たち網走市議会も今日初めて聞い

ています。 

ほか町の皆さんの議会でちゃんとこの組合を立ち

上げることに関してのコンセンサスというのは通っ

ているのでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時57分休憩                

午後２時02分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

栗田委員の質疑に対する答弁から。 

○田邊雄三市民環境部長 一部事務組合につきまし

ては、組合議会も含めまして、スケジュール的には

以前お話をしておりまして、現在各町におきまして

も同様に内容について御説明をして、意見集約をし

ているところというふうに認識しております。 

○栗田政男委員 各議会のほうでもそういう認識で

動いてもらっているというのはいいのですが、そこ

で確認というか、私もこのケース初めてなのでちょ

っとピンとイメージが沸かないのですが、ごみ処理

というのは通常は、当市もそうですが、各自治体に

指定管理者の民間が入って、いろいろなことをして

います。 

実務はいろいろな形でそれぞれになるのでしょう

けれども、消防組合と違うのは、じゃあ一体事務局

的なことをどこにおいて、どういう構成の人たちが

進めていくというのは何かピンと来ないのですが、

現状検討されている中では、どのような組織図とい

うのが、その部分だけで結構ですけれども、考えら

れているのでしょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 資料３号の④の赤く点線

で囲った部分があるのですけれども、ここが事務局

となります。上には、事務局長がおりますけれど

も、網走市で想定すればここは部長職で事務局、次

長というのが課長職、その下に係があってというと

ころで、ここが事務的なところ全て担う。あと運営

につきましては、民間に委託ということを想定され

るのですけれども、基本的な事務を進めていくの

は、この組合の事務局が進めていくという想定で今

御説明をしております。 

○栗田政男委員 集合体の構成メンバーになるので

すよね、事務局はその現場というか、建設予定地が
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大空町ですよね。そこが中心で担うのか、またま

た、網走市が非常にこの中では大きな市になります

から、そこは中心になるのかによって、イメージと

いうのかな。その指定管理者も各自治体、今お願い

しているところでのキャパで間に合うのか。 

入札でそれぞれ各自治体から出てもらってやるの

かと、非常にいろいろな問題がここに出てくるよう

な気がするのですけれども、それについては全然問

題なく進められそうですか。 

○田邊雄三市民環境部長 まだ、そこまでの協議は

しておりませんので、今後ということにはなるので

すけれども、基本的には、負担割合が大きいのは網

走市、その次美幌町、斜里町となりますので、そこ

は中心的に関与をしていかなくてはいけないという

認識でおります。 

○栗田政男委員 本当に初めてのケースだから、と

いうか消防でどうしてもイメージしてしまうので、

消防の場合は、中心の事務局なんていうのは、自治

体のね、消防署がちゃんとやってくれるので、非常

にスムーズに進んでいる部分もあるのですけれど

も、集合体になったときに大空町が建てる場所なの

で、そこｇ中心になってやるのか、大きいところが

やるのかといろいろな考え方が出るのかなという気

がして、ちょっと心配だったので聞きました。 

了解です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますでしょう

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この件につきましては以上で終わりた

いと思います。 

次に進みます。 

 

○永本浩子委員長 議件４、第７次網走市障がい者

福祉計画並びに、第７期網走市障がい福祉計画の策

定について説明を求めます。 

○清杉利明社会福祉課長 資料４号及び、計画の素

案につきまして御覧願います。 

第７次網走市障がい者福祉計画、ハートプランⅧ

及び第７期網走市障がい福祉計画の策定につきまし

て、御説明いたします。 

１の計画の位置づけについてでございますが、本

計画につきましては、３つの計画からなっておりま

す。 

１つ目は、第７次障がい者福祉計画、ハートプラ

ンⅧで障がい者基本法に基づく、当市の障がい者施

策の基本指針となるものでございます。 

２つ目は、第７期障がい福祉計画で障がい者総合

支援法に基づく、当市における障がい福祉サービス

等の提供に関する事項について定めているものでご

ざいます。 

３つ目は、第３期障がい児福祉計画で児童福祉法

に基づく、当市における障がい児通所支援及び障が

い児相談支援の提供に関する事項について定めてい

るものでございます。 

なお、当市におきましては、幼児期から学齢期、

就労期へと一貫した支援を進めるために障がい者福

祉計画及び障がい福祉計画に包含をし、策定をして

おります。 

２の計画期間でございますが、計画につきまして

は、平成18年の第１次計画以降３年ごとに計画策定

を行っておりまして、第７次の計画期間につきまし

ては、令和６年度から令和８年度までの３年間とな

っております。 

３の計画の内容でございますが、構成は３部構成

となっておりまして、第１部は計画の概要で素案の

ページとしましては、１ページから６ページとなっ

ております。 

第２部は、障がい者福祉計画で素案のページとし

ましては、７ページから36ページとなっておりま

す。 

第３部は、障がい福祉計画で素案のページとしま

しては、37ページから60ページとなっております。 

なお、先ほども申し上げましたが、第２部と第３

部の各計画には、障がい児福祉計画を包含している

ところでございます。 

第２部の第１章は計画の方針となっており、素案

につきましては７ページ以降となりますが、基本理

念を１つ目は、だれもが生きがいを持ち、障がいの

ある人もない人も共に支え合うまち網走、２つ目と

して、支援が必要な子供たちが健やかに育つまち 

網走の２つとしまして、基本理念につきましては、

前回の計画と変更はございません。 

方針につきましては、１つ目がお互いを知り、高

め合うまちへ、２つ目は地域で支え合い、安心をつ

くるまちへ、３つ目として、みんなが活躍できるま

ちへ、４つ目は飛び、５つ目が、子供と家族が安心

して暮らせるまちへ、以上の４つにつきましては、

変更はございませんが、４つ目としまして、みんな



- 22 -  

が通じ合うまちへにつきましては、一部を変更して

おります。 

それにつきましては、手話言語条例に基づく施策

をここで掲げておりましたが、手話はそれ以外にも

意思疎通ツールとしまして、要約筆記など様々なツ

ールがございますことから、意見がありまして、み

んなが通じ合うまちへということで、今回変更をし

ております。 

第２章につきましては、施策の展開となっており

まして、方針ごとに体系を設け、施策を記載してい

るところでございます。 

素案のページとしましては、11ページ以降になっ

ております。 

方針の１の１つ目としまして、障がいの理解促進

と人権尊重、差別解消の推進、２つ目の体系とし

て、相談支援と情報の共有サービス等の情報提供の

充実としまして、施策を記載しております。 

資料は２ページになりまして、方針の２としまし

ては、１つ目として地域福祉と生活支援の充実、２

つ目として、保健事業と医療体制の充実、３つ目と

して、外出しやすい環境と地域安全対策の充実とし

まして、施策を記載しております。 

方針の３つ目の１つ目としまして障がいがある方

の就労支援、２つ目として、障がいがある方の社会

参加、文化スポーツ活動の支援としまして、施策を

掲載しております。 

方針の４つ目の１つ目としまして、網走市手話言

語条例に基づく施策の推進、２つ目として、意思疎

通支援の推進としまして、施策を掲載しておりま

す。 

方針の５つ目の１つ目として、早期の気づきと一

貫した支援体制の充実、２つ目として、保育と教育

の充実と関係機関の連携、３つ目として、医療を必

要とする在宅重度障害児者への支援。以上、12の施

策につきまして記載をしております。 

次に、第３部の第１章につきましては、障がい福

祉計画の基本事項となっておりまして、素案のペー

ジとしましては、37ページ以降となっております。 

目標につきまして、７つを掲載しておりますが、

１つ目としては福祉施設の入所者の地域生活への移

行、２つ目として精神障がいに対応した地域包括ケ

アシステムの構築、３つ目として地域生活支援の充

実、４つ目として福祉施設から一般就労への移行

等、５つ目として障がい児支援の提供体制の整備

等、６つ目として相談支援体制の充実強化等、７つ

目として障がい福祉サービス等の質を向上させるた

めの取り組みかかる体制の構築、以上７つとしまし

て、各目標に目標値を設定をしております。 

第２章につきましては、障がい福祉サービスとな

っておりまして、素案のページとしましては、46ペ

ージ以降に掲載をしております。 

ここでは、障がい者総合支援法及び児童福祉法に

基づく、サービスの分類ごとに今後３年間のサービ

ス量の見込み等を記載しております。 

第３章につきましては、地域生活支援事業となっ

ておりまして、素案のページとしましては54ページ

以降となっております。 

ここでは、障がい者総合支援法に基づく、地域生

活支援事業について、事業実施の有無や利用料の見

込み等を記載しております。 

以上が計画の内容となっておりますが、４のパブ

リックコメントの実施につきましては、現在、２月

21日から３月12日までの期間としまして、記載の内

容についての意見の受け付けを行っております。頂

いた意見につきましては、計画策定委員会に報告を

しまして、最終的な計画の参考とさせていただく予

定となっております。 

説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは、ただいまの説明で質

疑等ございますでしょうか。 

○村椿敏章委員 障がい者の福祉計画なのですけれ

ども、過去にも質問したことがあったのですが、就

労できる企業が少ないなという気がしております。 

今回の計画でいくと、就労の移行支援というとこ

ろをある程度重く見ているのかなと思うのですが、

ここについて、どのようにして企業を増やしていく

と考えているのか、その辺について伺います。 

○清杉利明社会福祉課長 方針でいきますと、方針

の３つ目に就労に関わる支援等の取組を掲載してい

るところですが、今後につきましては、なかなか就

労の実態の把握を進めるために、新年度予算にも関

わりますが、実態の基礎調査なども行いながら、ま

た、計画策定のためにアンケートも実施をしており

ますが、その中では、就労するためにいろいろな資

格を取りたいというようなアンケートの御意見もご

ざいましたので、資格取得費用、助成して一般就労

につながりやすいようにということで、支援の策も

盛り込んでいるところでございます。 

○村椿敏章委員 障がい者に対してのアンケートと

いうところが、今回の計画の中にもかなりよく盛り
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込まれているのかなと思うのですけれども、やっぱ

り、その受け入れる側の企業のほうになぜ受け入れ

られないのかとか、その辺についても調査が必要な

のではないのかなと思うのですけれども、その辺に

ついてはもう既に行われているのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 今までも３年ごとには、

企業向けに就労調査などは行ってきておりますが、

今回も企業数を増やすなどして、実態の把握に努め

ていきたいというふうに思っております。 

○村椿敏章委員 ぜひその辺は今後も強化していた

だけたらなと思います。 

以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 ちょっと１点伺いたいのですけれ

ども、この計画の中でも高次脳機能障害のことにつ

いて触れていらっしゃるというふうに思うのです

が、診断ができる体制というのは網走市内にはない

と、俗に言う発達障害というところの部分なのです

けれども、美幌療育病院もそれができない状態にな

っているという近隣の現状もある中で、児童のほう

についてはまだ親御さんとかが元気だろうというの

で車とかがなくても、公共交通使ったりとか、車が

あれば、車で送迎という部分があるのですけれど

も、こういったものって官貸とかするような類のも

のではないので、となると子供がやがて成長して大

人になったときに、その親御さんが御存命で元気で

あればいいのですけれども、やはり人間なので年老

いていったりとか、最終的には亡くなったりとかし

た中で１人になったときにも安心して生活できるよ

うな環境づくりのための計画だと思うのですよね。 

そうした部分の網羅というのはどのようにされて

いるのかなというので、１人でちょっと遠方に公共

交通を使っていくのが厳しい方だとは思うのですけ

れども、そうしたことの補助的な部分というのも網

羅すべきなのかなと考えているのですけれども、そ

の辺のところは計画に入っているのでしょうか。 

○清杉利明社会福祉課長 遠方への通院といいます

か、診断といいますか、その部分につきましては助

成制度というのは設けてはいないところですが、地

域で生活をする１人でも生活をしていくという部分

では入所施設ですとか、グループホームですとか、

そういう施設につきましては、ございますし、ただ

遠方へ通院をするという部分では、助成制度という

のは設けては、今現在では設けてはいないというと

ころでございます。 

○古都宣裕委員 その人が助成したから行けるかと

いうのではなくて、その人が１人になって、家族で

頼れる人がいないときに、例えば私、言っているの

は重度で施設に入りましょうよという方の話ではな

くて、グレーゾーンである程度自立はできるけれど

も、またその補助が必要だろうというような方がそ

ういった診断を受けなければいけない。毎年ではな

くても、やっぱり定期的に何年か置きとかでも行か

なければいけない場合においてのサポート体制をあ

る程度構築、お金をあげるから行けますとかではな

くて、やっぱり一緒について行ってあげないとなか

なかそれが難しいと、その１人を連れていくのでは

なくてそういった方が何名かいるなら、極端な話で

すけれども、マイクロバスで連れて行ってあげるだ

とか、そういったサポート体制が今後必要ではない

だろうかという部分でそういった部分も網羅してい

ますか、また今後、考えていますかということの質

問だったのですけれども。 

○結城慎二健康福祉部長 まずは誤解のないように

１つ、今御質問の中でのお話なのですが、高次脳機

能障害と発達障害は全く別なものでございまして、

多分、委員御指摘の部分は発達障害の部分になろう

かなというふうに思います。 

今御指摘のあった点ですね、計画書でというとこ

ろの15ページになるのですけれども、障害のある方

が例えば高齢化だとか、親亡き後にこの網走でどう

やって生活していくか、その生活していく上での支

援体制の拠点となるのが、地域生活支援拠点という

ものがございます。 

まだ、この圏域で整備はできていないのですけれ

ども、この地域生活支援拠点がまさに生活であると

か、社会の中で様々な困りごとに対して、包括的に

サポートを行っていく場所になりますので、この計

画期間中にこの地域生活支援拠点を整備したいとい

うふうに計画には盛り込んでおります。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○里見哲也委員 これ大変重要な施策というのか、

やっていかなければいけないことだと認識していま

す。 

今日予算の話でないですけれども、予算の中にも

たくさん、本当にこの障がい者福祉に関する項目が

あって、正直びっくりしたのですけれど、この継続

性というのは、これは国の施策との兼ね合いがある

のでしょうと思うので、ここを聞きたいのですけれ

ども、今後も外に出ていただくというような方向性
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のように感じたんですが、もっと広がって網走市と

しては、大きく言うと地域のほかの市町村のそこま

で手が回らない人たちを網走市で受け入れるという

方向とか、そういった視点もあるのか、この点につ

いて伺います。 

○結城慎二健康福祉部長 今、実は障がい福祉の分

野で言いますと、トータル的な相談を受ける場所と

して基幹相談支援センターというものがございま

す。こちらについては、網走市単独ではなくて、近

隣４町含めまして１市４町で共同運営、共同設置を

しております。 

そのほかにもですね、近隣１市４町で様々な分野

で障がい福祉の分野は連携を取って施策を進めてい

ます。 

ですから、例えば、その近隣の方を網走に転院を

誘導するということではなくて、やはりそれぞれが

それぞれの地域で暮らしていけるような支援を１市

４町で共同で組み立てていくというほうが、私たち

が進めている方向性かなというふうに思っておりま

す。 

○里見哲也委員 予算もかかることなので、国の支

援というかその辺が気になって、それで国の方向性

というのを聞きたかったのですけれども、継続性と

いうのかな、この辺りは先ほど委員の質問がありま

すけれども、親御さんと子供さんの年齢差みたい

な、だんだん両方年を取っていく、なので町中に例

えば、グループホームもそうですけれども、生活で

きるように入所ばかりではなくて、グループホーム

なんかの支援、それから就労支援、就労支援はなか

なか難しいところがあるのは認識していますけれど

も、そういうことでどんどん町に出て生活できるよ

うにしていただくというそういう支援なのかなとい

うふうに思うときに、継続性が非常に重要になると

思ったものですから、この継続性というのは、今後

も広がっていくかどうかちょっと別としてもです

ね、単発ということではないのかというところを聞

きたかったのですが、いかがですが。 

○結城慎二健康福祉部長 障がい福祉サービスにつ

きましては、法令に基づくサービスとそれぞれの自

治体で行っていく地域生活支援事業などがございま

すが、どちらにしましても形態ですとか、内容です

とかが若干、変わっていく可能性はございますが、

継続されていくものというふうに認識しておりま

す。 

○里見哲也委員 わかりました。 

ありがとうございます。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

○永本浩子委員長 それでは、次に議件５、第２期

網走市自殺対策行動計画の策定について説明を求め

ます。 

○本橋洋樹健康推進課長 資料５号を御覧願いま

す。 

第２期網走市自殺対策行動計画の策定につきまし

て、御説明いたします。 

１、計画の策定についてでございますが、この計

画は国の自殺対策基本法に基づき策定する市町村自

殺対策計画であり、当市では平成31年３月に第１期

網走市自殺対策行動計画を策定し、様々な自殺対策

に取り組んできました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大が計画に基づく

事業の実施に少なからず影響を与えております。 

網走市における自殺者数は、平成26年以降は減少

傾向が続いていましたが、令和５年は対前年比で増

加に転じており、決して楽観できる状況にはないと

考えております。 

こうした国及び当市の状況を念頭に５年経過しま

した第１期の計画の評価、見直しを行い「ともに生

きる網走～第２期網走市自殺対策行動計画～」を策

定し、生きることの包括的な支援として、市全体で

自殺対策に取り組み、誰も自殺に追い込まれること

のない、網走市の実現を目指してまいります。 

２の計画期間でございますが、令和６年度から令

和10年度の５年間としています。 

３番の計画の内容でございますが、素案の構成は

第１章から第５章までとなっております。 

素案の１ページから第１章、計画策定の概要であ

ります。 

内容につきましては、計画策定の趣旨、計画の位

置づけ、計画の期間となってございます。 

素案３ページから第２章、網走市における自殺対

策の現状であります。 

内容につきましては、網走市の自殺の現状、網走

市の自殺の特徴で主な自殺対策の取組となってござ

います。 

３ページの網走市の自殺の現状としましては、令

和４年までの10年間の推移を見ると、多少の増加に
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転じている年もありますが、長期的には減少傾向に

ありました。 

令和５年度は暫定値ですが、８名と前年と比べ増

加している状況であります。 

４ページの自殺の特徴ですが、男性は40代、50

代、80代、女性は60代、80代が全道や北網医療圏と

比較して高い割合となっております。 

素案９ページから第３章網走市の自殺対策の取組

評価であります。 

内容につきましては、第１期計画の各事業評価と

なっております。 

素案20ページからは、第４章いのちを支える自殺

対策における取組であります。 

６年からの第２期の計画の基本施策、重点施策生

きる支援関連事業、取り組む事業の内容となりま

す。 

20ページからの基本施策では、地域におけるネッ

トワークの強化では子供や若者に関わる部署や、期

間が情報共有や意見交換を行う子供、若者自殺対策

連携会議を設置してまいります。 

市民の感染症対策に関する不安軽減のための感染

症講演会や、人と人の交流機会を生み出す食育講演

会の開催などを計画の評価事業として追加をしてお

ります。 

28ページからの重点施策では、子育て世帯への経

済的負担軽減策としての子育て施設給食費無料化事

業なども、新たに計画の評価事業として追加してお

ります。 

素案の45ページには、第５章自殺対策の推進体制

等となっております。 

自殺対策組織の関係図や担当課を記載しておりま

す。 

素案46ページからは関係資料といたしまして、自

殺対策基本法や庁内連携会議設置要綱を添付してお

ります。 

以上が計画の内容となっております。 

４番のパブリックコメントの実施についてでござ

いますが、令和６年２月21日から３月19日までの期

間として、市民を対象に意見募集を行い、頂いた意

見につきましては、計画の参考とさせていただくと

ともに計画に資料として記載を行う予定でおりま

す。 

説明のほうは以上であります。 

○永本浩子委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

○金兵智則委員 第２期計画ということで第１期を

評価、検証した上でということでしたけれども、取

りあえず第１期の計画については、担当課としては

どのように評価をされているのか、ちょっとどこか

に書いてあるかもしれないのですけれども、ちょっ

とすぐ見つけられなかったので改めてお伺いしたい

というふうに思います。 

○本橋洋樹健康推進課長 第１期の評価ですけれど

も、市全体で自殺対策に取り組むという意識を持つ

ことを目的として、この自殺対策を取り組んでおり

ます。 

事業評価の中には、他課の部分もありますので、

それぞれの課で評価をしてもらっている関係もあり

ます。 

担当課としましては、おおよそ計画どおり実行さ

れていたというふうに認識しております。 

○金兵智則委員 この対策の目的は多分自殺する方

をなくそうというのが多分根底で、どういう理由か

わからないですけれども、結果として増えてしまっ

たという実情がある中で、取りあえず事業的にはや

ったから達成だというようなふうに捉えかねないよ

うな説明かなというふうに思ってしまったのですけ

れども、その点は全部踏まえた上での評価というわ

けではなくて、事業としてはこれに書かれていて、

皆さんでそういう意識を共有しようよという計画の

目標だったから、それについてはできたというよう

な意味合いだったということでいいですかね。 

○本橋洋樹健康推進課長 委員のおっしゃるとお

り、そのような評価という形になってあります。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

計画の中では、その意識づけという部分について

は、第１期ではクリアできたのかなと、ちょっと数

が増えてしまったことについてはちょっと残念なと

ころもあるけれどもというところで、第２期につい

て改めてじゃあ、一歩どのように進んだのか、お伺

いしたいというふうに思います。 

○本橋洋樹健康推進課長 第２期の計画になります

けれども、先ほど自殺者数が増えたということで、

令和５年、去年になりますけれども、増えている状

況などもありますので、次期計画における具体的な

事業としまして、子供や若者に関わる部署や関係機

関の情報共有や意見交換を行い、個別支援が必要な

事例が発生した際に対応する子供若者自殺対策連絡

会議を設置して、今後連携をこれまで以上に深めな

がら、子供や若者の自殺対策にまず取り組んでまい
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りたいと考えております。 

○金兵智則委員 ちょっと子供、若者については強

化をしていきたいということを令和５年度でしたか

ね。そういったちょっと事件というか、事故なのか

わからないですけれどもそういうこともあったとい

うものを踏まえてなのかもしれないですけれども、

あと高齢者の関係がほかに比べるとちょっと高いよ

という、さっき数値のところで説明がありましたけ

れども、そういう数値がありながらも、そっちに力

を入れていくというようなことなのですかね。 

○結城慎二健康福祉部長 まず、子供、若者の部分

でいきますと、実は全国的にも子供、若者の自死の

件数が多くなってきております。 

国が集中的な対策プランを立てて実施をしている

ということなり、網走市の状況などを踏まえて先ほ

ど課長から話したような対策を取っていくというこ

とにしております。 

高齢者のほうもですね、計画本編のほうに記載を

しているのですが、重点項目として高齢者に対する

取組、主に福祉施策との連携ということになります

けれども、その中で対策を強化してまいりたいと考

えています。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

ところで、ちょっと今１点お伺いしたいのですけ

れども、今部長の口からも自死という言葉が出まし

た。 

ただ、この計画自体は自殺という言葉を使ってい

るのですけれども、その辺の何と言うのですか、使

い分けというのか、言い回しそれって今後どうして

行きますかね。 

○結城慎二健康福祉部長 申し訳ありません。 

先ほど僕、自死という言葉を使ったのですけれど

も、やはり、自殺という言葉にネガティブなイメー

ジを持たれる御家族、御遺族の方もいらっしゃると

いうことは承知をしております。 

社会的に自死という言葉を使うときも多くなって

いるのですが、実は自死という言葉自体にも、様々

な疑念、課題を持っている方々も多い状況でござい

ます。 

今回、この計画自体は自殺対策行動計画というこ

とで名前を変えておりません。 

国も法律の名前も変わっておりません。 

当面、市としては、言葉としては自殺という言葉

は使っていくことになろうかと思いますけれども、

これも関係する皆様ともう少し意見交換が必要かな

というふうに考えています。 

○金兵智則委員 どちらの言葉にも、どちらの意見

も多分あるのだというふうに思います。 

国の法律が自殺となっているので、それにのっと

った形で自殺という名前を使った計画になっている

のだなというふうに思いますけれども、私自身もち

ょっと自殺という言葉にやっぱり、最近自死という

言葉が多くなってきたせいか、多少違和感を感じる

のですけれども、逆の方もいらっしゃるのでその辺

は今後の課題なのかなというふうに思います。 

ところで、自殺、自死については、意思がないも

のについては変死という扱いになってしまっている

というふうに私自身認識しているのですけれども、

変死扱いの中にも自殺者というのは含まれていると

いうふうに、自死者というのは含まれているという

ふうに思うのですけれども、計画についてはこの言

及や対応について何か明記されているものもありま

すか。 

○結城慎二健康福祉部長 今御指摘のことについて

計画の名の中で何かうたっているところがあるかと

いうと、その記載はございません。 

網走市の現状等で数字的なものをお示ししている

のですが、これらは国がオフィシャルに発表してい

る数字を使っていますから、今委員がおっしゃられ

たようなケースはこの中には含まれてこないのだろ

うと思いますし、市として独自にその原因を知り得

るかというと、なかなかそれは難しい状況でござい

ますので、現在市として、計画に記載をしているの

は、国が出しているプロファイルに基づいた数字を

使っているということにあります。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

なかなかこの辺のちょっと扱いというのは市、単

独でどうこうできる話ではないのかもしれないです

けれども、もしかするとその22年から23年度の増加

についてもそういった最後に残された手紙、遺書な

んかを書いていたケースがただ単に、ただ単にとい

う言い方があれかもしれないですけれども、そうい

うちゃんと、ちゃんとという言い方もおかしいです

ね、遺書を書いてお亡くなりになってしまった方の

ケースが多かったということで、実際問題の件数は

実は増えていないというようなことも考えられなく

もない、それはわからないですよ。単なる推計でし

かないので、その辺についてね、警察と連携という

ことができればいいのかもしれないですけれども、

それもまた難しい話でちょっと次の課題になるのか
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なというふうに思いますけれども、そういったこと

もあるということは認識を共有しておきたいなとい

うふうに思います。 

取りあえず以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○古都宣裕委員 施策の10ページから基本施策とい

うことで載っているのですけれども、これ判定がＡ

ＢＣであるのですけれども、この判定というのは、

誰が判定したのですかね。 

○本橋洋樹健康推進課長 各事業を取り組んでいる

原課の担当者に判定をしてもらっています。 

○古都宣裕委員 そうしたら、これはあくまで自己

評価でできました、できませんでしたというような

判定の取り方ではなかった、明確な基準があるとか

何かそういったものではないということなのです

か。 

○本橋洋樹健康推進課長 一応、事業評価の判定と

しまして、要は自殺対策の視点で取り組むことがで

きたか、できていなかったか、あと効果が感じられ

たかという部門で判定をしていることになります。 

○古都宣裕委員 こうした事業を振り返りって大変

大切だと思うのですよね。 

例えば、効果が感じられたＡってなっている、ど

んな部分で効果が感じられたとかそういったところ

まで取っているのですかね。 

本人の感じるままとか、担当の感じるままで感じ

たというのをＡとかＢとかに分けているのか、じゃ

あ感じたのなら、どういった部分に感じたのか、で

きなかったというなら、どういった部分が足りなか

ったとやっているのかというとこまで、取ることが

私は大事だと思うのですけれども、どの辺まで取っ

ているのですかね。 

○本橋洋樹健康推進課長 あくまで、担当課の事業

評価という形で取っている中身になりますので、細

かいところまでの精査はしておりません。 

○古都宣裕委員 じゃあ、この事業は自死対策の部

分として考えた場合、Ａですか、Ｂですか、Ｃです

かというだけで聞いて、いやＡです、そうですか、

次はこれなのですけれどもというような、本当に事

務的な聞き方の評価になっているということでよろ

しいですか。 

○本橋洋樹健康推進課長 現状的にはそのような事

務方の評価という形になっている状況でございま

す。 

○古都宣裕委員 せっかくＡの評価で、いいなにな

ってしまう、何につながったのだろうなというとこ

ろまで落とし込んでいかないと、先につながらない

のかなというふうに思うのですよね。 

特にＣというのは、寿大学の開設事業とかという

のがＣになっているですけれども、見ると高齢の方

のという部分も、件数が多かったのでそうした部分

なのかなと思いますけれども、じゃあといった部分

でＣだったのかなと。寿大学１つ取ってもその中で

寿大学に所属されている方がたくさんというわけで

はないと思うのですけれども、そうした部分を落と

し込んでいかないと何のためにこれを評価を判定し

ているのかなというのは、ちょっと意味合いが薄く

なるのではないかなというのもありますし、14ペー

ジの素朴な疑問なのですけれども、生活保護事業だ

けＡが赤字になっているけれども、これは何か意味

があるのかなと。 

○本橋洋樹健康推進課長 この赤くなっているのは

記載の誤りでございます。すみません。 

〔「評価については」と呼ぶ者あり〕 

○永本浩子委員長 寿大学の。 

○古都宣裕委員 総合的な評価というか。 

○結城慎二健康福祉部長 先ほど課長からも御答弁

申し上げましたけれども、それぞれ事業に対する判

定というのは原課のほうで行っていただいておりま

す。 

ただ、この取りまとめを行っている健康推進課の

ほうでも、この評価の理由に書かれている内容当

然、確認をしておりますので、それに基づいて齟齬

があるなしについては、健康推進課としても判断を

しているものでございます。 

また、これに基づいてということになりますが、

ページでいうと20ページ目以降に新たな取組も含め

た今度の次期計画の施策を書いているわけでありま

すけれども、そこに、その自殺の課題にどういうふ

うに関わってくるのか、こういうことに取り組みま

すというものを含めて、記載をしているところでご

ざいますので、それらを総合的に見ていただいて、

評価と計画というふうに判断をいただければと思い

ます。 

○古都宣裕委員 理解しました。 

あとですね、５ページ、６ページに背景にある主

な亡くなった方の危機経路というのが載っていまし

て、網走市だけではなく全国的、北網圏、北海道と

いうものが載っている中で、このスキームを見てい

くと、ほとんどの方が何らかの要因があって、鬱状
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態というのが挟まって至っているというのが見える

と思うのですよね。 

これを見ると、まずちょっとその状態になった

と、精神科のほうでこういう部分があったら、受診

してくださいとかなんとかという結構出たりとか、

いろいろなネットでもあるのですけれども、まずそ

の状態の人が周りにいるときに声をかけるのが大切

なのではないかなというのがあって、そこを周りの

人がサポートできるようなまちづくりをしていくの

が一番大きいと思うのですけれども、その辺はどの

辺に入っていますか。 

○本橋洋樹健康推進課長 ゲートキーパー養成講座

という講座を開設しまして、自殺の危険を示すサイ

ンに気づき、適切な対応、声かけ、話を聞いて必要

な支援につなげることのできる方の養成講座を21ペ

ージのほうで記載しております。 

これまでに関しましては令和２年度、令和４年度

に職員向けに開催しておりまして、令和５年度に関

しましては、市民向けの養成講座を３月７日に開催

する予定でおります。 

○古都宣裕委員 これがほかの多分、いろいろなと

ころもそうだと思うのです。健康推進しようと思っ

て講座を開いたら、もう健康な人しか集まらないと

か、興味がないと人はあんまり来ないというのが、

多分どの事業も多分同じ、なかなかそこは課題なの

かなというのは、私ども議員側も感じているところ

であるのですけれども、今回、こういうの例えば各

事業所さんにこういう状態の人がいたら周りが声か

けましょうねという声がけですとか、そういったポ

スター作りですとか、読んで知識を深めるというの

もちろん大事だとは思うのですけれども、浅い部分

の知識でこういう人がいたら、いのちの相談電話事

業、これもなかなかすごく自殺者が増えていてつな

がりづらいという現状もありますけれども、そうい

った人がいたらこういう病院に相談しましょうとか

ちょっと相談に乗ってあげましょうとか、簡単なこ

とでもいいけれども、周りで止めてあげられる環境

を整備していくことが大事なのかなと、養成講座で

こうしたエキスパート的な人、知識が深い人をつく

っていくのは大事なのですけれども、浅い知識の中

で自分の周りの友達でそういう人がいたら大丈夫か

とか、１回飲みに行くかとか、そんな形で止められ

るような形を築いていく、地域の調整をしていくこ

とも大事なのではないかなと思うのですけれどもい

かがでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 委員がおっしゃられる視

点、非常に重要だというふうに私どもも認識をして

おります。 

そこで計画の中にもですね、出前講座であると

か、ゲートキーパー養成講座までは行きませんが、

例えば、精神の状態に少し支援が必要な方がいらし

たときに、どのように対応するかだとか、そういっ

たことですね、要請があれば、保健師が出向いてお

話をするという機会を設けるというような計画の中

にも盛り込んでいます。 

○古都宣裕委員 多分、多分というか私もそうなの

ですけれども、行政に電話をするというのは結構ハ

ードルが実は高い。わざわざ電話をして、この人こ

んな感じだとか、ここで来てくださいってやって、

３人しかいない中でこうやってくださいとかという

のはちょっとハードル、やっぱり来てもらうのなら

やっぱり、10人ぐらいはとかという感情的な気持ち

はあると思うのですよ。 

そうなるとなかなか、２、３人の中でちょっと話

を聞きたいのですけれどもとか２、３人も集まれば

まだいいかもしれないですし、私はちょっと興味が

あって聞きたいけれどもちょっと私１人だからとい

う感じになって、せっかく事業としてつくっていて

も、利用されなかったら悲しいなという部分がある

ので、そうした中で例えばですよ、広報あばしり、

毎月発行していらっしゃる中でその中の１ページと

かにこういう形でこうやったらこういう声がけして

くださいとか、近くにこういう感じに沈んでいるよ

うな人がいたら、ここにつなげてくださいだとかと

いうそういうつながりとか、周りにちゃんと見てあ

げられるよう、働いている方だったら仕事仲間です

とか、お友達とかも近くにいる方もいると思うので

すけれども、網走市、亡くなっている方を見ると、

高齢の方も結構多いので、そうすると独居で高齢で

リタイアされてなかなか地域の周りとの関係も難し

いような人も多いのかなというふうに感じるので、

そうしたところにどうやって支援を届けるか、見え

る化といったらやっぱり周り近所の方というのが一

番身近なパートナーになるのかなと思ったときに、

その人に養成講座に来てくださいとかを言うのはな

かなか難しいので、そうした市からの簡単な発信で

目に見えるような形、例えば薬局にポスターを貼る

でもいいですし、公共施設に張るでもいいですし、

そうしたところから始めていくことが私は大切では

ないかなと感じたのですけれどもいかがでしょう
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か。 

○今野多賀子健康推進課参事 今、言っていただい

たこと、私たちも心掛けたいと思っておりまして、

市の広報３月号に自殺対策関連のコラムが載る予定

だったと思います。 

あとですね、健康推進課のほうで隔月にはなりま

すが、健康コラムのほうを担当させていただいてい

る中で、いろいろなテーマがありまして、いろいろ

な健康に関することを載せているのですけれども、

その中でも心の健康に関するものを載せることもあ

りますので、今後はもうちょっと皆さんに周知でき

るように声かけの方法ですとかそういうことも取り

入れていけたらなと思っております。 

○古都宣裕委員 できればですね、３月号には載り

ますよという話だったのですけれども、毎月でなく

ても、２か月に一遍とかある程度継続的にやってい

ただいて目にする機会とかを増やしていただいたほ

うが、そうした意識づけにもつながるのかなという

ので、そうした部分も含めて細かいことですけれど

も、やっていただければと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかに質疑ございますか。 

○村椿敏章委員 私からも今の古都委員が話してい

たことと、若干かぶるところはあるのですけれど

も、今回は、私たち日本共産党議員団で除雪のアン

ケートというのを取りました。この中でやっぱり、

家の前に置いていかれる重たい雪が大変だという高

齢者の方々がたくさんいらっしゃったというのと、

それからこの間の25、26の風と雪ですか、あれで家

から出られなくなるという状況でシルバーさんが来

るのが待ち遠しいとかという、そんな手紙もあった

りしています。 

またですね、高齢者除雪、これをどうやったらで

きるのだろうかというふうな、疑問の、疑問という

かね、高齢者除雪のやり方がわからないとか、そう

いう声もあったわけです。 

そういった意味で今回のこの計画の中で高齢者へ

の対策がかなり重点施策として載ってはいますけれ

ども、やはり、高齢者除雪をするためには申請が必

要ですよと、最初にね。どうしてもそこがあって、

その申請に至る前の市からの働きかけ、そういうの

も必要なのではないのかなと。例えば一人暮らしの

女性、一人暮らしの男性で過ごしている世帯にはこ

ういう施策がありますというのを市のほうからお知

らせをして、簡単に申請できるような、そういう方

法を取るとかですね、実際高齢者除雪をしている人

たちの人数がこの間300世帯ぐらいしかないような

状況ですから非常に少ないと思いますね。 

なので、そういった意味では、そういうことも重

要なのかなと私は思った……。 

○永本浩子委員長 ただいまの質問ですが、高齢者

除雪のことを自殺対策行動計画の中に入れるという

ことでしょうか。 

○村椿敏章委員 そうじゃない。 

すみません。 

要は、私が言いたかったのは、そういう声があっ

たので、市のほうから働きかけることが必要なので

はないのかなというふうに考えているのですが、い

かがでしょうか。 

○結城慎二健康福祉部長 除雪に限らず、恐らく地

域の見守りということが社会的孤独を防止して自殺

対策につながるのではないかという御指摘なのだろ

うというふうに思います。 

委員おっしゃるとおり共通認識に立っております

ので、今回お示ししているのは自殺対策行動計画で

すので、福祉的な視点、福祉の施策を載せておりま

すが、福祉的な視点がメインになっているわけでは

ございません。 

御指摘の点については、先に御説明をしました、

高齢者福祉の事業計画のほうに地域での見守り、地

域包括ケアも含めて記載をしているのでぜひそちら

のほうを御覧いただければというふうに思います。 

○村椿敏章委員 この計画にはその辺が当然入って

いますけれども、そこでこの計画に含めていくとい

う考えはないというのですかね。 

そういう視点を私は、市がこの中に入れていって

もらえたらなということです。 

以上です。 

○永本浩子委員長 答弁はなしで大丈夫ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、この件について終わらせていただきま

す。 

以上をもちまして、文教民生委員会を終了いたし

ます。 

大変お疲れさまでございました。 

午後３時00分閉会 


